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１ 計画策定の趣旨 

 

本市では、障害者基本法に基づき、「全ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく

基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にの

っとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ため、平成 29 年３月に「第３期つ

くばみらい市障がい者計画」、令和３年３月に「第６期つくばみらい市障がい福祉計画・

第２期つくばみらい市障がい児福祉計画」を策定し、障がいのある人の権利擁護や社会

参加、市民の意識啓発など、障がい児・者の施策を推進するとともに、生活や就労、居

住などの支援を目的とする障害福祉サービスや地域生活支援事業の提供体制の整備等

を推進してきました。 

障がい児・者を取り巻く状況は、少子高齢社会の進行など社会情勢が変化する中、

障がいのある人の高齢化が進み、障がいの重度化、重複化が進んでいます。また、障

がいのある人の家庭においても介助者の高齢化が進んでおり、核家族化をはじめとし

た家族形態の変化に伴い、地域における介助・支援機能が低下するなど、取り巻く状

況は変化しています。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合

支援法」という。）をはじめ、児童福祉法や発達障害者支援法の改正により、障がいの

ある人が自らの望む地域生活を営むことができるよう、支援の一層の充実が求められ

ています。また、ニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充等、サービ

スの質の確保及び向上を図るための様々な環境整備が進められています。 

さらには、平成 30 年４月に施行された改正社会福祉法では、社会構造の変化や人々

の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という

関係を超えた「地域共生社会」の考え方が位置づけられました。地域住民や地域の多

様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ご

と」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく

社会を目指しています。 

こうした背景を踏まえ、障がいの有無に関わらず、互いに支え合い、安心して充実

した生活を共に送ることができる社会を構築するとともに、多様化するニーズに対

して、障害福祉サービスや相談支援等を計画的に提供するために、「第４期障がい者

計画（令和６年度～令和 11 年度）」及び「第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福

祉計画（令和６年度～令和８年度）」を新たに策定します。 
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２ 計画の法的根拠 

 

本計画は、障害者基本法第 11条第３項で定める「市町村障害者計画」及び障害者総合

支援法第 88条で定める「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第 33条の 20で定める「市

町村障害児福祉計画」を法的根拠とする計画です。 

 

■障害者基本法 

第 11 条（一部抜粋） 

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該

市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策

に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければな

らない。 

 

■障害者総合支援法 

第 88 条（一部抜粋） 

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法

律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）

を定めるものとする。 

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る

目標に関する事項 

二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談

支援の種類ごとの必要な量の見込み 

三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項

について定めるよう努めるものとする。 

一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支

援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 

二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支

援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育

機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関

その他の関係機関との連携に関する事項 

４ 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の

状況を勘案して作成されなければならない。 

５ 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている

環境その他の事情を正確に把握するとともに、第 89 条の２の２第１項の規定によ

り公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分

析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害福祉計画を作成

するよう努めるものとする。 
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６ 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第 33 条の 20 第１項に規定する市町村障害

児福祉計画と一体のものとして作成することができる。 

７ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第 11 条第３項に規定する市町村障害者計

画、社会福祉法第 107 第１項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定

による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれた

ものでなければならない。 

８ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は、第 89 条の３第１項に規定する協議会（以下この項及び第 89 条第８

項において「協議会」という。）を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、

又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めな

ければならない。 

 

■児童福祉法 

第 33 条の 20（一部抜粋） 

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の

確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下

「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事

項 

二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見

込量 

３ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事

項について定めるよう努めるものとする。 

一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込

量の確保のための方策 

二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る

医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 

（第 33 条の 20 第４項、第５項省略） 

６ 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律第 88 条第１項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成

することができる。 
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３ 計画の位置づけ 

 

本計画は、本市の最上位計画である「つくばみらい市総合計画」をはじめ、福祉部門の

上位計画に「つくばみらい市地域福祉計画」を位置づけ、「つくばみらい市高齢者福祉計

画・介護保険事業計画」、「つくばみらい市子ども・子育て支援事業計画」と整合性を図る

とともに、その他、個別部門計画である「健康つくばみらい 21プラン」等との整合性を

図り策定しました。 

また、国の「障害者基本計画（第５次）」、茨城県の「新いばらき障害者プラン（茨城県

障害者計画・茨城県障害福祉計画・茨城県障害児福祉計画）」との整合性を図った計画と

します。 
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４ 計画の期間 

 

「第４期障がい者計画」の期間については、令和６年度から令和 11 年度までの６年

間とします。 

「第７期障がい福祉計画」及び「第３期障がい児福祉計画」の期間については、厚生労

働省が示す基本指針の定めるところにより、令和６年度から令和８年度までの３年間と

します。 

なお、策定後の制度改正、福祉・保健・医療等の社会経済情勢の変化により、必要に応

じて見直しを行います。 

 

年度 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

障がい者 

計画 
         

障がい 

福祉計画 
         

障がい児 

福祉計画 
         

 

 

５ 計画の対象 

 

本計画は、障がいのある人だけでなく、すべての市民を対象としています。 

また、本計画における「障がいのある人」は、身体障がい者、知的障がい者、精神障が

い者（発達障がい者、高次脳機能障がい者を含む。）、難病等患者で、障がい及び社会的障

壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を対象とし

ます。 

  

第６期 

第２期 

第４期 

第７期 

第３期 

第８期 

第４期 

第３期 
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６ 計画の策定体制 

 

本計画の策定にあたっては、アンケート調査やヒアリング調査、パブリックコメントの

実施等により、本市の障がいのある人の生活実態、障害福祉サービス等に対する意見及び

現状を把握しました。さらに、つくばみらい市障がい者支援協議会、庁内関係所管課（ワ

ーキングチーム）において、計画の内容や今後の障がい福祉施策についての審議を重ねま

した。 

 

（１）つくばみらい市障がい者支援協議会 

障がい者関係団体や各種関係団体の代表、保健・医療・福祉関係者や学識経験者で構成

される「つくばみらい市障がい者支援協議会」において、計画内容の協議を行いました。 

 

（２）庁内関係所管課（ワーキングチーム） 

庁内の関係所管課において、各課の関連事業調査及びヒアリングを実施し、各分野の進

捗状況並びに計画内容の調整及び検討を行いました。 

 

（３）アンケート調査の実施 

障がいのある人を対象に、日常生活の状況や障害福祉サービス等における利用意向等

を把握し、今後の障がい者施策の改善及び展開、充実を図ることを目的に、令和４年 12

月にアンケート調査を実施しました。あわせて、障がい福祉に対する理解等を把握するた

め、18歳以上の市民を対象とした調査を実施しました。 

 

（４）ヒアリング調査の実施 

障がい者関係団体及び障害福祉サービス提供事業者を対象に、運営等における課題や

今後の取り組みの意向等を把握するため、ヒアリング調査を実施しました。 

 

（５）パブリックコメントの実施 

市民や関係者の意見を反映させるため、本計画の計画案について、令和●年●月●日か

ら令和●年●月●日までの期間でパブリックコメントを実施しました。 
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１ 統計データに基づく障がいのある人の現状 

 

（１）人口の状況 

本市の総人口は、令和５年４月１日現在、53,177 人であり、平成 30 年の 51,570

人から 1,607人（3.1％）増加しています。 

年齢３区分別人口について、平成 30 年と令和５年を比較すると、すべての年齢区分

で増加しており、年少人口の増加は、つくばエクスプレス沿線の開発による子育て世代の

転入によると考えられます。 

 

＜総人口及び年齢３区分別人口の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 

 

＜年齢３区分別人口の割合の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在）  
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年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

（人）
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（２）障害者手帳所持者の推移 

障害者手帳所持者は、令和５年４月１日現在、2,110 人であり、総人口の 4.0％を占

め、平成 30年の 1,967人から 143人（7.3％）増加しています。 

 

＜障害者手帳所持者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉課（各年 4 月 1 日現在） 

 

  

1,354 1,343 1,346 1,352 1,335 1,328 

303 311 337 352 368 379 

310 298 320 336 355 403 

1,967 1,952 2,003 2,040 2,058 2,110 

3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

身体障害者手帳 療育手帳

精神障害者保健福祉手帳 総人口に占める割合

（人）
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（３）身体障害者手帳所持者の推移 

身体障害者手帳所持者は、令和５年４月１日現在、1,328 人であり、平成 30 年の

1,354 人から 26 人（1.9％）減少しています。平成 30 年以降、横ばいで推移してい

る状況となっています。 

等級別でみると、いずれの年も「１級」が最も多く全体の約 35％を占める状況となっ

ています。 

 

＜身体障害者手帳所持者の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉課（各年 4 月 1 日現在） 

 

＜身体障害者手帳所持者の推移 等級別＞ 

 平成 30年 平成 31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

等
級 

１級 
475 人 475 人 470 人 474 人 466 人 464 人 

35.1％ 35.4％ 34.9％ 35.1％ 34.9％ 34.9％ 

２級 
224 人 213 人 220 人 216 人 206 人 203 人 

16.5％ 15.9％ 16.3％ 16.0％ 15.4％ 15.3％ 

３級 
226 人 230 人 229 人 232 人 232 人 222 人 

16.7％ 17.1％ 17.0％ 17.2％ 17.4％ 16.7％ 

４級 
280 人 280 人 282 人 277 人 278 人 285 人 

20.7％ 20.8％ 21.0％ 20.5％ 20.8％ 21.5％ 

５級 
76 人 75 人 72 人 79 人 81 人 81 人 

5.6％ 5.6％ 5.3％ 5.8％ 6.1％ 6.1％ 

６級 
73 人 70 人 73 人 74 人 72 人 73 人 

5.4％ 5.2％ 5.4％ 5.5％ 5.4％ 5.5％ 

合計 1,354 人 1,343 人 1,346 人 1,352 人 1,335 人 1,328 人 

475 475 470 474 466 464

224 213 220 216 206 203

226 230 229 232 232 222

280 280 282 277 278 285

76 75 72 79 81 81

73 70 73 74 72 73

1,354 1,343 1,346 1,352 1,335 1,328 

0

500

1,000

1,500

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

（人）
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（４）療育手帳所持者の推移 

療育手帳所持者は、令和５年４月１日現在、379 人であり、平成 30 年の 303 人か

ら 76人（25.1％）増加しています。平成 30年以降、増加傾向で推移している状況と

なっています。 

程度別でみると、「Ｃ（軽度）」が 121人で最も多く、次いで「Ｂ（中度）」が 116人

であり、平成 30年から「Ｃ（軽度）」が 34人（39.1％）、「Ｂ（中度）」が 21人（22.1％）

増加しています。 

 

＜療育手帳所持者の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉課（各年 4 月 1 日現在） 

 

＜療育手帳所持者の推移 程度別＞ 

 平成 30年 平成 31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

程
度 

マルＡ 

（最重度） 

45 人 45 人 49 人 52 人 59 人 60 人 

14.9％ 14.5％ 14.5％ 14.8％ 16.0％ 15.8％ 

Ａ 

（重度） 

76 人 76 人 79 人 81 人 80 人 82 人 

25.1％ 24.4％ 23.4％ 23.0％ 21.7％ 21.6％ 

Ｂ 

（中度） 

95 人 99 人 104 人 107 人 112 人 116 人 

31.4％ 31.8％ 30.9％ 30.4％ 30.4％ 30.6％ 

Ｃ 

（軽度） 

87 人 91 人 105 人 112 人 117 人 121 人 

28.7％ 29.3％ 31.2％ 31.8％ 31.8％ 31.9％ 

合計 303 人 311 人 337 人 352 人 368 人 379 人 

  

45 45 49 52 59 60 

76 76 79 81 80 82 

95 99 104 107 112 116 

87 91 
105 

112 
117 121 303 311 

337 
352 

368 379 

0

100

200

300

400

500

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

マルＡ（最重度） Ａ（重度） Ｂ（中度） Ｃ（軽度）

（人）
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（５）精神障害者保健福祉手帳所持者の推移 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、令和５年４月１日現在、403 人であり、平成 30

年の 310 人から 93 人（30.0％）増加しています。平成 30 年以降、増加傾向で推移

している状況となっています。 

等級別でみると、「２級」が 249人で最も多く、次いで「３級」が 111人であり、平

成 30年から「２級」が 61人（32.4％）、「３級」が 27人（32.1％）増加しています。 

 

＜精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉課（各年 4 月 1 日現在） 

 

＜精神障害者保健福祉手帳所持者の推移 等級別＞ 

 平成 30年 平成 31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

等
級 

１級 
38 人 37 人 35 人 34 人 43 人 43 人 

12.3％ 12.4％ 10.9％ 10.1％ 12.1％ 10.7％  

２級 
188 人 185 人 198 人 210 人 224 人 249 人 

60.6％ 62.1％ 61.9％ 62.5％ 63.1％ 61.8％  

３級 
84 人 76 人 87 人 92 人 88 人 111 人 

27.1％ 25.5％ 27.2％ 27.4％ 24.8％ 27.5％  

合計 310 人 298 人 320 人 336 人 355 人 403 人 

 

  

38 37 35 34 43 43 

188 185 198 210 
224 

249 

84 76 
87 

92 
88 

111 310 298 
320 

336 
355 

403 

0

100

200

300

400

500

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

１級 ２級 ３級

（人）
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自立支援医療（精神通院）受給者は、令和５年４月１日現在、846人であり、平成 30

年の 699人から 147人（21.0％）増加しています。 

 

＜自立支援医療（精神通院）受給者の推移＞ 

 平成 30年 平成 31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

自立支援医療

（精神通院）

受給者 

699 人 687 人 718 人 398 人 779 人 846 人 

資料：社会福祉課（各年 4 月 1 日現在） 

※令和３年の自立支援医療受給者証所持者数が減少している理由は、新型コロナウイルス感染症のまん延防⽌の

観点から、令和２年３⽉１⽇から令和３年２⽉28⽇の間に有効期間が終了する受給者を対象として、⾃動的に有

効期間を延⻑することができる措置が適用されました。当該措置が適用された受給者は管理システム上では有効

期限切れとなっていることから、受給者数に含まれていません。 

 

 

（６）難病患者の現状 

特定疾患の対象は、指定難病と小児慢性特定疾病であり、令和５年４月現在、指定難病

は 338疾病、小児慢性特定疾病は 788疾病となります。 

令和５年４月１日現在、特定医療費（指定難病）受給者証及び小児慢性特定疾病医療費

受給者証の交付を受けている人は 503 人であり、平成 30 年の 394 人から 109 人

（27.7％）増加しています。 

 

＜特定医療費（指定難病）受給者証及び小児慢性特定疾病医療費受給者証交付者の推移＞ 

 平成 30年 平成 31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

特定医療費 354 人 376 人 404 人 448 人 437 人 470 人 

小児慢性特定

疾病医療費 
40 人 39 人 34 人 42 人 38 人 33 人 

合計 394 人 415 人 438 人 490 人 475 人 503 人 

資料：茨城県（各年 4 月 1 日現在） 
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２ アンケート調査結果に基づく障がいのある人の状況 

 

（１）調査の概要 

本計画を策定するにあたり、障がいのある人の生活状況や障害福祉サービス等の利用

状況・利用意向等を把握するとともに、障がい児・者を取り巻く現状や課題、要望等を把

握し、計画策定の基礎資料とすることを目的に実施しました。 

 

①調査対象者 

調査区分 配布件数 回収件数 回収率 

①障がい者手帳所持者アンケート 1,802件 810件 45.0％ 

②一般市民アンケート 1,200件 452件 37.7％ 

 

②調査方法・調査期間 

●調査方法：郵送配布、郵送回収 

●調査期間：令和４年 12月５日から令和５年１月 10日まで 

 

 

（２）障がい者手帳所持者アンケートの主な調査結果 

①回答者の性別・年齢 

性別については、「男性」が 55.9％、「女性」が 41.9％、「回答しない」が 0.6％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

年齢については、「65歳以上」が 54.0％で最も高く、次いで「40～64歳」が 26.0％、

「18～39歳」が 10.7％となっています。 

 

 

 

 

  

1.2 2.0 

2.6 10.7 26.0 54.0 3.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査【R4】 n=810

０～５歳 ６～11歳 12～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上 無回答

55.9 41.9 0.6 1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査【R4】 n=810

男性 女性 回答しない 無回答
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②将来への不安 

将来への不安については、「健康のこと」が 55.4％で最も高く、次いで「生活費のこ

と」が 45.9％、「医療のこと」が 37.0％となっています。なお、「特にない」は 12.3％

となっています。 

経年比較でみると、いずれの項目も前回調査より増加しており、「健康のこと」が 11.5

ポイント、「生活費のこと」が 11.8 ポイント、「医療のこと」が 7.6 ポイント高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55.4 

45.9 

37.0 

27.3 

25.1 

19.4 

18.8 

16.0 

12.0 

12.0 

8.5 

6.8 

3.6 

5.1 

12.3 

2.1 

43.9 

34.1 

29.4 

22.9 

19.4 

15.9 

16.5 

11.4 

11.4 

10.5 

6.5 

6.0 

2.6 

17.0 

8.0 

41.1 

38.6 

28.7 

24.9 

17.8 

13.7 

14.2 

12.4 

9.1 

9.2 

6.4 

5.4 

1.8 

15.6 

8.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

健康のこと

生活費のこと

医療のこと

身のまわりの援助をしてくれる人がいるか

どうかわからないこと

住まいのこと

仕事のこと

親に先立たれること

この地域で生活を続けていくための福祉サービス

が不十分なこと

近所との付き合いのこと

家族や親せきとの付き合いのこと

結婚のこと

職場での付き合いのこと

進学・学校生活のこと

その他

特にない

無回答

今回調査【R4】 n=810

前回調査【R2】 n=907

前々回調査【H28】 n=937
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■障がい種別 

障がい種別でみると、すべての障がい種別で「健康のこと」、「生活費のこと」が上位に

挙げられています。また、知的障がい者では、「親に先立たれること」が 51.7％と、他

の障がい種別と比べて高くなっています。精神障がい者では、「住まいのこと」、「仕事の

こと」がともに 40.9％と、他の障がい種別と比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

健康のこと 生活費のこと 医療のこと

身のまわりの
援助をしてく

れる人がいる
かどうかわか

らないこと

住まいのこと 仕事のこと
親に先立たれ

ること

この地域で生
活を続けてい
くための福祉
サービスが不

十分なこと

身体障がい n=576 55.6％ 41.7％ 35.4％ 25.9％ 18.2％ 9.4％ 8.0％ 14.8％

知的障がい n=145 45.5％ 49.0％ 37.9％ 28.3％ 34.5％ 30.3％ 51.7％ 17.2％

精神障がい n=159 63.5％ 67.9％ 43.4％ 30.8％ 40.9％ 40.9％ 35.2％ 17.0％

近所との付き
合いのこと

家族や親せき
との付き合い

のこと
結婚のこと

職場での付き
合いのこと

進学・学校生
活のこと

その他 特にない 無回答

身体障がい n=576 8.0％ 10.1％ 3.8％ 1.4％ 1.7％ 4.9％ 13.7％ 2.6％

知的障がい n=145 15.9％ 14.5％ 18.6％ 15.2％ 15.2％ 4.1％ 10.3％ 1.4％

精神障がい n=159 21.4％ 17.6％ 17.6％ 18.2％ 0.6％ 7.5％ 5.0％ 2.5％
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③主な介助者が困っていると思われること 

主な介助者が困っていると思われることについては、「高齢である（65 歳以上）」が

42.7％で最も高く、次いで「精神的に疲れている」が 16.5％、「経済的な問題」が 16.1％

となっています。なお、「特にない」は 18.9％となっています。 

経年比較でみると、前回調査より増加している項目は、「経済的な問題」、「相談できる

人がいない」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今回調査より「介助・援助する家族がほかにもいる」の選択肢を追加しています。 

 

  

42.7 

16.5 

16.1 

13.7 

12.6 

10.0 

6.7 

5.6 

4.8 

5.6 

3.0 

18.9 

13.7 

46.9 

20.1 

12.0 

15.7 

14.0 

11.4 

6.6 

5.7 

4.6 

3.9 

26.0 

7.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

高齢である（65歳以上）

精神的に疲れている

経済的な問題

自分の時間が持てない

病気がちである

障がいや疾病がある

介助・援助する家族がほかにもいる

買い物などの外出ができない

仕事に行けない

相談できる人がいない

その他

特にない

無回答

今回調査【R4】 n=539

前回調査【R2】 n=458
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■障がい種別 

障がい種別でみると、「高齢である（65歳以上）」は、身体障がい者、精神障がい者で

約５割と高くなっています。また、知的障がい者では、「精神的に疲れている」が 27.9％

と、他の障がい種別と比べて高くなっています。精神障がい者では、「経済的な問題」が

28.9％と、他の障がい種別と比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢である
（65歳以上）

精神的に疲
れている

経済的な問
題

自分の時間
が持てない

病気がちであ
る

障がいや疾
病がある

介助・援助す
る家族がほか

にもいる

買い物などの
外出ができな

い

身体障がい n=404 46.8％ 14.6％ 14.6％ 12.4％ 12.1％ 10.4％ 6.9％ 5.9％

知的障がい n=86 25.6％ 27.9％ 12.8％ 22.1％ 11.6％ 5.8％ 7.0％ 7.0％

精神障がい n=90 47.8％ 20.0％ 28.9％ 18.9％ 13.3％ 12.2％ 5.6％ 4.4％

仕事に行けな
い

相談できる人
がいない

その他 特にない 無回答

身体障がい n=404 3.5％ 4.7％ 2.7％ 19.6％ 12.9％

知的障がい n=86 11.6％ 9.3％ 4.7％ 11.6％ 23.3％

精神障がい n=90 4.4％ 8.9％ 2.2％ 17.8％ 4.4％
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④相談相手 

相談相手については、「病院・医院・クリニック」が 56.5％で最も高く、次いで「市役

所の窓口」が 19.1％、「相談支援専門員・相談員」が 12.7％となっています。なお、「特

にない」は 10.7％となっています。 

経年比較でみると、「相談支援専門員・相談員」、「インターネット（ＳＮＳ等）」は増加

傾向で推移し、前々回調査よりそれぞれ 6.8ポイント、5.8ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査より「特にない」の選択肢を追加しています。 

  

56.5 

19.1 

12.7 

12.0 

9.9 

4.3 

3.8 

2.6 

1.6 

1.6 

1.2 

0.5 

6.8 

10.7 

9.3 

49.2 

21.3 

9.3 

12.8 

6.5 

5.3 

5.1 

3.2 

2.3 

2.6 

2.2 

1.8 

8.6 

18.2 

5.6 

55.8 

22.8 

5.9 

14.1 

4.1 

6.8 

3.8 

2.0 

2.6 

3.6 

1.7 

3.0 

10.9 

11.3 

0% 20% 40% 60% 80%

病院・医院・クリニック

市役所の窓口

相談支援専門員・相談員

障害福祉サービスを提供する事業所

インターネット（ＳＮＳ等）

社会福祉協議会

障がい者相談員

学校の先生

保健所や福祉相談センター

障がいや病気に関係した団体など

保健センター

民生委員児童委員

その他

特にない

無回答

今回調査【R4】 n=810

前回調査【R2】 n=907

前々回調査【H28】 n=937
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⑤相談する際の困りごと 

情報収集や相談する際の困りごとについては、「どこに相談すればよいかわからない」

が 26.2％で最も高く、次いで「しっかりと相談にのってもらえるのか不安」が 16.4％、

「近所に相談するところがない」が 7.9％となっています。なお、「特にない」は 44.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥情報の入手状況 

情報の入手状況については、「十分に入手できている」、「ある程度入手できている」の

合計値『入手できている』が 47.1％、「あまり入手できていない」、「入手できていない」

の合計値『入手できていない』が 37.7％と、『入手できている』が 9.4 ポイント上回っ

ています。なお、「入手する必要がない」は 4.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.2 

16.4 

7.9 

4.9 

2.5 

44.7 

17.9 

26.6 

19.2 

8.4 

6.2 

1.8 

46.4 

14.0 

27.5 

20.5 

8.6 

6.5 

2.3 

43.1 

15.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

どこに相談すればよいかわからない

しっかりと相談にのってもらえるのか不安

近所に相談するところがない

相談先で、周りの人にまで相談内容が聞こえてしまう

手話通訳など、障がいに応じた相談体制や情報がない

特にない

無回答

今回調査【R4】 n=810

前回調査【R2】 n=907

前々回調査【H28】 n=937

6.4 40.7 24.1 13.6 4.9 10.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査【R4】 n=810

十分に入手できている ある程度入手できている あまり入手できていない

入手できていない 入手する必要がない 無回答
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⑦障がいのある人が働きやすい環境をつくるために必要なこと 

障がいのある人が働きやすい環境をつくるために必要なことについては、「障がいに対

する上司や同僚の理解」が 50.5％で最も高く、次いで「企業の障がい者雇用に対する理

解」が 46.2％、「通勤手段の確保」が 45.1％となっています。 

経年比較でみると、前回調査より「通勤手段の確保」が 8.2 ポイント高くなっていま

す。また、「職場内での相談対応や支援」は増加傾向で推移し、前々回調査より 8.1ポイ

ント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査より「職業紹介・就労相談の充実」の選択肢を追加しています。  

50.5 

46.2 

45.1 

44.0 

37.0 

32.6 

27.7 

24.5 

23.9 

21.7 

6.5 

4.9 

3.8 

49.3 

46.8 

36.9 

46.3 

33.0 

32.0 

27.1 

25.6 

24.1 

19.7 

6.9 

7.9 

6.9 

48.2 

49.7 

36.0 

44.7 

28.9 

34.5 

32.5 

24.4 

14.2 

5.6 

3.6 

7.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

障がいに対する上司や同僚の理解

企業の障がい者雇用に対する理解

通勤手段の確保

障がいの程度・特徴にあった職種の増加

職場内での相談対応や支援

短時間勤務や勤務日数など

就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

職業紹介・就労相談の充実

バリアフリー等の職場内の配慮

在宅勤務の拡充

その他

わからない

無回答

今回調査【R4】 n=184

前回調査【R2】 n=203

前々回調査【H28】 n=197
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⑧子育てをする上で、早期に適切な支援を受けるために必要なこと 

早期に適切な支援を受けるために必要なことについては、「専門家による相談支援体制

を充実させる」が 76.6％で最も高く、次いで「専門的な療育訓練（ことばの教室や運動・

音楽療法等）を充実させる」が 70.2％、「関連するサービスについての情報提供を充実

させる」が 57.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.6 

70.2 

57.4 

25.5 

17.0 

10.6 

2.1 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

専門家による相談支援体制を充実させる

専門的な療育訓練（ことばの教室や運動・音楽療法等）を充実させる

関連するサービスについての情報提供を充実させる

乳幼児の健康診断を充実させる

居宅訪問による相談や支援サービスの提供

その他

特にない

無回答 今回調査【R4】 n=47
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⑨お子さんの支援等について、充実させるべきこと 

お子さんの支援等について、充実させるべきことについては、「進学先（普通学級、特

別支援学級、特別支援学校など）を決めるための相談支援体制の充実」が 61.7％で最も

高く、次いで「会話やコミュニケーションに関する支援」、「友達など人とのかかわり方に

関する支援」がともに 57.4％、「保護者への支援」が 51.1％となっています。なお、「特

にない」は 4.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.7 

57.4 

57.4 

51.1 

44.7 

38.3 

38.3 

31.9 

31.9 

29.8 

27.7 

27.7 

4.3 

4.3 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80%

進学先（普通学級、特別支援学級、特別支援学校など）

を決めるための相談支援体制の充実

会話やコミュニケーションに関する支援

友達など人とのかかわり方に関する支援

保護者への支援

言葉や読み書きに関する支援

トイレや食事など日常生活に関する支援

費用に関する補助

施設や保育園職員・幼稚園教諭のスキルアップ

医療的ケアが必要な児童への支援

保育園・認定こども園での受け入れ体制の充実

宿題への取り組み支援（学習支援）

送り迎えなど通所・通園に関するサービス

その他

特にない

無回答 今回調査【R4】 n=47
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⑩文化活動やスポーツ活動に参加しやすくするために大切なこと 

文化活動やスポーツ活動に参加しやすくするために大切なことについては、「移動手段

が確保されていること」が 34.6％で最も高く、次いで「周囲の理解が得られること」が

26.4％、「障がいのある人に参加できる活動の情報が伝わっていること」が 24.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪災害が起きたときの行動について、家族や支援者との話し合いの状況 

災害が起きたときの行動について、家族や支援者との話し合いの状況については、「話

し合っている」が 37.7％、「話し合っていない」が 53.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

34.6 

26.4 

24.9 

23.3 

23.2 

22.3 

21.0 

23.8 

14.7 

37.3 

31.4 

25.7 

26.5 

24.7 

29.1 

23.8 

21.7 

14.1 

36.3 

28.9 

28.0 

24.1 

23.8 

25.9 

22.8 

20.6 

14.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

移動手段が確保されていること

周囲の理解が得られること

障がいのある人に参加できる活動の情報が

伝わっていること

障がいのある人に配慮された活動（場所や時間など）や

講座となっていること

同じような障がいのある仲間がいること

施設が障がいのある人に配慮（使いやすさ、

バリアフリーなど）されていること

一緒に付き添ってくれる人がいること

特にない

無回答

今回調査【R4】 n=810

前回調査【R2】 n=907

前々回調査【H28】 n=937

37.7 53.7 8.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査【R4】 n=810

話し合っている 話し合っていない 無回答
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⑫災害時に不安に思うこと 

災害時に不安に思うことについては、「安全なところまで、迅速に避難できるか」が

49.6％で最も高く、次いで「投薬や治療が受けられるか」が 46.4％、「避難所の設備（ト

イレ等）や生活環境」が 45.3％となっています。なお、「特に不安はない」は 9.3％とな

っています。 

経年比較でみると、増加傾向で推移している項目が多く、前々回調査より「安全なとこ

ろまで、迅速に避難できるか」が 5.8ポイント、「投薬や治療が受けられるか」が 7.0ポ

イント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.6 

46.4 

45.3 

28.3 

27.0 

22.3 

20.1 

15.3 

9.3 

4.1 

6.7 

45.0 

43.8 

42.4 

25.9 

23.0 

21.3 

21.1 

15.1 

15.4 

4.0 

6.9 

43.8 

39.4 

41.5 

24.4 

21.3 

20.0 

20.2 

14.7 

11.3 

2.7 

7.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

安全なところまで、迅速に避難できるか

投薬や治療が受けられるか

避難所の設備（トイレ等）や生活環境

ひとりで救助を求めることができるか

被害状況、避難所の情報を得られるか

必要な介助を受けられるか

周囲とのコミュニケーションが難しい

補装具や日常生活用具の入手ができるか

特に不安はない

その他

無回答

今回調査【R4】 n=810

前回調査【R2】 n=907

前々回調査【H28】 n=937
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■障がい種別 

障がい種別でみると、身体障がい者、知的障がい者では、「安全なところまで、迅速に

避難できるか」が最も高く、それぞれ 49.5％、59.3％となっています。精神障がい者で

は、「投薬や治療が受けられるか」が 55.3％で最も高くなっています。 

また、「ひとりで救助を求めることができるか」、「必要な介助を受けられるか」、「周囲

とのコミュニケーションが難しい」は知的障がい者で、他の障がい種別と比べて高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬差別や嫌な思いをした経験 

差別や嫌な思いをした経験については、「なかった」が 36.2％で最も高く、次いで「少

しはあった」が 25.4％、「わからない」が 18.8％、「たくさんあった」が 11.7％となっ

ています。 

経年比較でみると、「たくさんあった」、「少しはあった」の合計値『あった』は、前回

調査より 11.1ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安全なところ
まで、迅速に
避難できるか

投薬や治療
が受けられる

か

避難所の設
備（トイレ等）
や生活環境

ひとりで救助
を求めること
ができるか

被害状況、避
難所の情報を
得られるか

必要な介助を
受けられるか

周囲とのコ
ミュニケーショ
ンが難しい

補装具や日
常生活用具

の入手ができ
るか

身体障がい n=576 49.5％ 48.4％ 43.9％ 22.2％ 23.6％ 22.7％ 14.4％ 16.7％

知的障がい n=145 59.3％ 33.8％ 52.4％ 51.7％ 35.9％ 33.1％ 40.0％ 13.1％

精神障がい n=159 44.0％ 55.3％ 45.9％ 33.3％ 30.2％ 21.4％ 27.0％ 12.6％

特に不安はな
い

その他 無回答

身体障がい n=576 9.9％ 3.5％ 7.8％

知的障がい n=145 11.0％ 4.8％ 3.4％

精神障がい n=159 5.7％ 5.7％ 5.0％

11.7 

6.7 

6.7 

25.4 

19.3 

21.3 

36.2 

48.6 

49.0 

18.8 

15.3 

15.2 

7.9 

10.0 

7.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査【R4】 n=810

前回調査【R2】 n=907

前々回調査【H28】 n=937

たくさんあった 少しはあった なかった わからない 無回答
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⑭差別や嫌な思いをした場面 

差別や嫌な思いをした場面については、「買い物やレジャーの外出先」が 43.9％で最

も高く、次いで「会社など就労の場」が 29.9％、「学校など教育の場」が 27.9％となっ

ています。 

経年比較でみると、前回調査より「買い物やレジャーの外出先」が 12.5ポイント高く

なっています。また、「会社など就労の場」、「学校など教育の場」は増加傾向で推移し、

前々回調査よりそれぞれ 4.8ポイント、4.3ポイント高くなっています。一方で、「病院

など医療機関」は減少傾向で推移し、前々回調査より 5.1ポイント低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.9 

29.9 

27.9 

21.9 

16.6 

11.3 

6.3 

10.0 

5.3 

31.4 

26.3 

26.7 

15.3 

19.1 

10.6 

5.1 

8.1 

7.6 

36.1 

25.1 

23.6 

22.1 

21.7 

11.8 

5.3 

6.8 

4.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

買い物やレジャーの外出先

会社など就労の場

学校など教育の場

地域の行事や集まりの場

病院など医療機関

福祉施設など日中活動の場

相談機関、相談窓口

その他

無回答

今回調査【R4】 n=301

前回調査【R2】 n=236

前々回調査【H28】 n=263
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⑮成年後見制度の認知度 

成年後見制度の認知度については、「知らない」が 34.7％で最も高く、次いで「知っ

ている」、「聞いたことはある」がともに 28.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

⑯成年後見制度の利用意向 

成年後見制度の利用意向については、「わからない」が 45.4％で最も高く、次いで「利

用したいとは思わない」が 28.0％、「将来は利用したい」が 16.2％となっています。 

経年比較でみると、前回調査より「将来は利用したい」が 8.2 ポイント低くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.6 28.6 34.7 8.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査【R4】 n=810

知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

1.0 

1.4 

1.6 

16.2 

24.4 

23.3 

28.0 

26.1 

24.5 

45.4 

31.5 

32.4 

9.4 

16.5 

18.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査【R4】 n=810

前回調査【R2】 n=907

前々回調査【H28】 n=937

すでに利用している 将来は利用したい 利用したいとは思わない

わからない 無回答
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⑰障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会づくりについて 

障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会づくりについては、「大いに進んでい

る」、「ある程度進んでいる」の合計値『進んでいる』が 27.3％、「あまり進んでいない」、

「進んでいない」の合計値『進んでいない』が 23.3％と、『進んでいる』が 4.0 ポイン

ト上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.0 

2.1 

1.5 

25.3 

24.7 

22.0 

13.2 

15.1 

16.2 

10.1 

11.5 

14.6 

14.3 

14.7 

14.2 

29.3 

26.4 

24.4 

5.8 

5.6 

7.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査【R4】 n=810

前回調査【R2】 n=907

前々回調査【H28】 n=937

大いに進んでいる ある程度進んでいる あまり進んでいない

進んでいない どちらともいえない わからない

無回答



第２章 障がい者を取り巻く現状 

33 

⑱障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会実現のための施策 

障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会実現のための施策については、「生活の

安定のための年金や手当の充実」が 52.7％で最も高く、次いで「障がいのある人に対す

る理解を深めるための啓発・広報」が 39.5％、「障がいのある人の相談や支援体制の充

実」が 38.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.7 

39.5 

38.1 

36.0 

31.0 

29.4 

28.0 

23.2 

19.9 

19.6 

11.1 

5.2 

9.3 

6.9 

50.8 

38.9 

37.3 

37.5 

30.3 

28.7 

30.5 

22.3 

18.5 

21.8 

12.0 

1.9 

11.0 

7.9 

56.7 

33.9 

33.4 

30.0 

29.3 

26.1 

29.6 

19.9 

18.7 

19.7 

9.2 

1.4 

7.3 

9.7 

0% 20% 40% 60% 80%

生活の安定のための年金や手当の充実

障がいのある人に対する理解を深めるための啓発・広報

障がいのある人の相談や支援体制の充実

障がいのある人に配慮した住宅や建物、交通機関の整備

ホームヘルプサービスなど在宅サービスの充実

保健医療サービスやリハビリテーションの充実

障がいのある人の雇用の充実

日常での生活や就労の訓練を行う日中活動サービスの充実

グループホームなどの居住サービスの充実

障がいのある子どもの支援体制や教育の充実

点字や手話、字幕放送など情報支援の充実

その他

わからない

無回答

今回調査【R4】 n=810

前回調査【R2】 n=907

前々回調査【H28】 n=937
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■障がい種別 

障がい種別でみると、すべての障がい種別で「生活の安定のための年金や手当の充実」

の割合が最も高くなっています。その他、「障がいのある人に対する理解を深めるための

啓発・広報」、「障がいのある人の相談や支援体制の充実」、「障がいのある人に配慮した住

宅や建物、交通機関の整備」が上位に挙げられています。 

また、「障がいのある人の雇用の充実」は精神障がい者で、「グループホームなどの居住

サービスの充実」、「障がいのある子どもの支援体制や教育の充実」は知的障がい者で、他

の障がい種別と比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活の安定
のための年金
や手当の充

実

障がいのある
人に対する理
解を深めるた
めの啓発・広

報

障がいのある
人の相談や
支援体制の

充実

障がいのある
人に配慮した
住宅や建物、
交通機関の

整備

ホームヘルプ
サービスなど
在宅サービス

の充実

保健医療
サービスやリ
ハビリテーショ

ンの充実

障がいのある
人の雇用の

充実

日常での生
活や就労の
訓練を行う日
中活動サービ

スの充実

身体障がい n=576 51.7％ 36.8％ 33.9％ 36.6％ 30.7％ 30.6％ 20.5％ 17.4％

知的障がい n=145 49.0％ 42.1％ 42.1％ 31.0％ 30.3％ 25.5％ 36.6％ 38.6％

精神障がい n=159 61.6％ 47.2％ 45.9％ 39.0％ 31.4％ 27.0％ 41.5％ 34.6％

グループホー
ムなどの居住
サービスの充

実

障がいのある
子どもの支援
体制や教育

の充実

点字や手話、
字幕放送など
情報支援の

充実

その他 わからない 無回答

身体障がい n=576 14.9％ 16.5％ 9.2％ 4.0％ 7.8％ 8.0％

知的障がい n=145 32.4％ 33.1％ 14.5％ 6.2％ 17.9％ 4.8％

精神障がい n=159 24.5％ 20.1％ 13.8％ 7.5％ 6.9％ 5.0％



第２章 障がい者を取り巻く現状 

35 

（３）一般市民アンケートの主な調査結果 

①障がい者福祉への関心 

障がい者福祉への関心については、「非常に関心がある」、「ある程度関心がある」の合

計値『関心がある』が 69.6％、「あまり関心がない」、「まったく関心がない」の合計値

『関心がない』が 23.3％と、『関心がある』が 46.3ポイント上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ボランティアの活動の状況 

ボランティア活動の状況については、「仕事や家事、病気などのためにできない」が

43.6％で最も高く、次いで「わからない」が 15.5％、「できることがあればしてみたい」

が 14.8％となっています。 

経年比較でみると、前回調査より「できることがあればしてみたい」が 3.5 ポイント

低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.8 60.8 21.5 1.8 6.0 1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査【R4】 n=452

非常に関心がある ある程度関心がある あまり関心がない

まったく関心がない どちらともいえない 無回答

6.0 

6.8 

8.7 

14.8 

18.3 

19.3 

43.6 

44.8 

40.2 

9.3 

11.7 

12.5 

6.4 

7.0 

4.8 

15.5 

10.2 

10.9 

4.4 

1.1 

3.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査【R4】 n=452

前回調査【R2】 n=469

前々回調査【H28】 n=311

現在している

できることがあればしてみたい

仕事や家事、病気などのためにできない

したくない、関心がない

その他

わからない

無回答
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③障がいのある人に対する理解を深めるために必要なこと 

障がいのある人に対する理解をより深めるために必要なことについては、「障がいのあ

る方が自由に外出できるようなまちづくりを進める」が 61.7％で最も高く、次いで「障

がいのある方の就業の場を広げる」が 55.8％、「学校のカリキュラムの中で、福祉教育

を行う」が 53.3％となっています。 

経年比較でみると、前回調査より「障がいのある方が自由に外出できるようなまちづく

りを進める」が 9.7ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.7 

55.8 

53.3 

41.4 

34.1 

31.2 

29.6 

28.5 

24.6 

18.4 

0.9 

4.9 

1.8 

52.0 

52.9 

57.1 

40.3 

28.4 

34.5 

30.7 

29.6 

26.0 

21.1 

2.8 

6.0 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

障がいのある方が自由に外出できるようなまちづくりを

進める

障がいのある方の就業の場を広げる

学校のカリキュラムの中で、福祉教育を行う

日頃から障がい者と接する機会を多くもつ

各種行事への参加を通じて障がい者に対する市民の

福祉意識を高める

企業が積極的に福祉活動に携わる

障がい者が自立するための努力をして、積極的に社会に

進出する

ボランティア活動を通して障がい者と接する

市や県等の広報紙等で、障がい者に対する理解を

呼びかける

マスコミを通じて、障がい者の生活をもっとよく

知ってもらう

その他

わからない

無回答
今回調査【R4】 n=452

前回調査【R2】 n=469
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④障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会実現のための施策 

障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会実現のための施策については、「障がい

のある子どもの支援体制や教育の充実」が 57.3％で最も高く、次いで「障がいのある人

の雇用の充実」が 56.4％、「障がいのある人の相談や支援体制の充実」が 54.9％となっ

ています。 

経年比較でみると、「障がいのある子どもの支援体制や教育の充実」、「保健医療サービ

スやリハビリテーションの充実」は増加傾向で推移し、前々回調査よりそれぞれ 8.7 ポ

イント、8.9ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57.3 

56.4 

54.9 

53.1 

46.2 

45.4 

43.6 

38.5 

37.4 

31.4 

29.4 

25.7 

0.9 

4.0 

2.0 

52.7 

53.3 

44.3 

54.8 

45.2 

47.5 

46.3 

36.0 

38.6 

31.8 

26.9 

2.8 

4.7 

1.9 

48.6 

57.9 

49.5 

48.9 

48.9 

46.3 

51.1 

29.6 

37.3 

24.8 

31.5 

3.9 

5.5 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80%

障がいのある子どもの支援体制や教育の充実

障がいのある人の雇用の充実

障がいのある人の相談や支援体制の充実

障がいのある人に配慮した住宅や建物、交通機関の整備

ホームヘルプサービスなど在宅サービスの充実

日常での生活や就労の訓練を行う日中活動サービスの充実

障がいのある人に対する理解を深めるための啓発・広報

保健医療サービスやリハビリテーションの充実

生活の安定のための年金や手当の充実

点字や手話、字幕放送など情報支援の充実

グループホームなどの居住サービスの充実

障がいのある人への権利擁護の充実

その他

わからない

無回答

今回調査【R4】 n=452

前回調査【R2】 n=469

前々回調査【H28】 n=311
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３ ヒアリング調査の概要 

 

（１）調査の概要 

障害福祉サービス提供事業者や障がい者関係団体を対象に、運営等における課題や今

後の取り組みの意向等を把握するため、ヒアリング調査を実施しました。 

 

（２）事業所ヒアリングの主な意見 

■運営における課題 

・人員の不足。職員を募集しているが応募がない。 

・人材紹介会社に支払う紹介手数料の負担が大きい。 

・人件費、物価高騰の影響。 

・コロナ禍によるサービスの利用控え。 

 

■利用者支援における課題 

・利用者及び利用者家族の高齢化。 

・人員の不足により、一人ひとりのニーズに応えられない、目が届かないときがある。 

・利用者の通所時の移動手段の確保が難しい。 

・子どもへの療育の仕方。子どもより保護者への支援の難しさを感じることがある。 

・災害時等において、事業所が避難所となった際、入院が必要と思われる方の見極めなど、医療機

関との連携が課題である。 

・一人の人と長期間関わるには、本人の高齢化に伴う介護の問題や、親亡き後の支援が必要である

とともに、職員のスキルアップが必要である。 

・学校の卒業生に対して、コーディネーターが窓口となりアドバイスすることはできるが、現状と

して、在籍している児童生徒の相談で手一杯。 

・特別支援学校には保護者やヘルパーの付き添いが必要。事業所で訪問教育が受けられると保護者

の負担等も軽減される。 

・疲労感を周囲に言えずに抱え込んでしまっている保護者は、支援等に関する情報を得られずまま、

ただ頑張っている状態になっている。 

・利用者の高齢化により、内科的疾患を発症した際、食事制限や金銭管理等により、精神状態の悪

化も懸念されることから、どのように内科的治療をしていくかが課題となる。 

・障害福祉サービスを利用していたが、65 歳となり介護保険サービスを利用することで、自己負担が

発生してしまう。また、65歳以上で介護認定を受けられない方が障がい者施設に入るのは難しい。 

 

■事業所への支援に対する意見・要望 

・制度の手続きにおける書類が複雑。家族や事業所職員でも理解が難しい場合があるため、手続き

が簡素化されると良い。 

・サービスのみならず、本人を取り巻く環境などを含めた情報共有が、今まで以上に必要だと感じ

ている。 

・研修会などのお知らせは、開催する前月にはほしい。 

・市内の福祉事業所で生産しているものを販売できる機会を設けてほしい。 
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・医療的ケア児を預かるためには、高額な医療物品等が必要となる。事業所の新規立ち上げ時には、

県の助成金制度があるが、事業所負担分は大きい。 

・放課後等デイサービス事業者が集まる協議会等がないので、横の連携が取りにくい。また、市や

学校とも連携が取れていないように感じる。 

・相談支援専門員は精神的にもハードで、相当なエネルギーを必要とするにも関わらず単価が安い。 

 

■障がい者の就労支援として必要だと思うこと 

・賃金（工賃）の底上げが必要だと思う。 

・就職先に障がいの特性を理解していただくことが必要。就職した後の定着支援は必須だと思う。 

・グループホームは都心部から外れた場所にあることが多いため、通勤できずに就職できない方も

いる。移動の部分を誰が支援するのか、どのように訓練するのか考える必要がある。 

・就職後も企業と連携を図り、企業内で孤立してしまうことがないよう支援の仕組みができると良

い。就労選択支援を創設するのであれば、より一層企業と事業所の連携が重要となる。 

・特別支援学校を卒業し、就職後に問題が起きると社会復帰が難しくなる。そのため、卒業後すぐ

に就職する必要はないと思う。個人の特性を見極め、訓練を受けながら段階的な支援ができると

良い。 

 

■地域生活への以降にあたり必要だと思うこと 

・利用者が生活しやすい環境を整えることが大切。 

・本人が地域生活を望んでいるのか、本人のできる、できないのアセスメントが必要。 

・退院後、地域に戻る際に住居の斡旋に協力してくれる事業所がいくつかあると良い。また、そこ

にサービスが入るとスムーズな支援ができる。 

・地域移行支援は、柔軟に対応できる反面、何をしてくれるものなのか伝わりにくいといった課題

がある。 

 

■障がい児への支援として必要だと思うこと 

・１人で支援するのではなく、チームで支援し違った角度から支援できると良い。 

・保育園や幼稚園、学校における加配職員の充実。 

・保護者の方は、子どもの将来のことについて不安があると思うので、保護者同士がお茶を飲みな

がら情報交換できる機会を提供できると良いのではないかと思う。 

・医療的ケア児への支援で必要なことは、一時の安心ではなく一生涯に渡って安心して暮らしてい

けるシステムであると捉えている。 

・支援の情報が途切れることなく、共有できる仕組みづくり必要である。 

 

■障がいのある人への市民の理解を深めるために必要だと思うこと 

・障がいについて学ぶ取組が、小中学校で強化されると良いと思う。 

・地域の活動やイベント等へ参加し、ふれあう機会の場を提供する。 

・地域で活躍している障がい者を、広報紙やホームページで紹介する。 

・地域住民との交流を図り、何かあった際には声をかけ合える関係性を構築したいと考えている。 
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（３）団体ヒアリングの主な意見 

■運営における課題 

・会員の高齢化。 

・働く人が増え、日程調整が難しい。 

・会員が減少した場合、解散も考えている。 

 

■団体への支援に対する意見・要望 

・障がい者の数は増えているのに、入所施設やグループホームは増えていない。親は子どもの人生

に責任があると思っている。市内への施設誘致を前向きに考えてほしい。 

・多職種間のネットワークの構築。 

・縦割りをなくし、子どもを中心とした切れ目ない支援。 

・できないではなく、どうしたら実現できるかを考えるチームづくり。 

 

■障がい者の就労支援として必要だと思うこと 

・職場で一緒に働く方が障がい特性を理解していること。研修の機会があっても良いと思う。 

・就労継続支援Ａ型、Ｂ型の支援が適切に実施されているのか検証してほしい。 

 

■地域生活への以降にあたり必要だと思うこと 

・施設入所時は障害年金のみで生活できていたが、地域で生活するには年金だけでは不足する。移

行できる人が全て就労できるわけではないので、生活資金の援助や生活面をサポートできる支援

者がついてくれることも安心して移行できることだと思う。 

・障がいの程度に合わせたグループホームの整備。 

・地域住民の理解を得るための啓発。定期的な見守りは必須である。 

 

■障がい児への支援として必要だと思うこと 

・障がいのことや障がい者のことを知ってもらう機会を増やしてほしい。 

・生まれる前から、生まれた後も、ライフステージに応じた切れ目ない支援体制の構築。 

・障がいを持つ子どもの両親が、地域のなかで安心して子育てできる協働環境の整備。 

・当事者、家族も含めた心のバリアフリーの推進。 

・身体の状況は個々で異なるが、ずっと家にいることは苦痛だと思うので、日中活動の場所がある

ことは生きがいにも繋がると思う。また、親としても身体面や精神面での負担軽減になる。 

・身体が大きくなると入浴介助が大変になるため、訪問入浴介助のサービスがあると良い。 

・親亡き後の生活介護やグループホーム、施設入所を考えると、他者との付き合いに慣れておく必

要があると思うので、宿泊などを通じて慣らしておいたほうが本人のためになると思っている。 

 

■障がいのある人への市民の理解を深めるために必要だと思うこと 

・行政による啓発や情報発信を行う。 

・ふれあう機会をつくり、理解し合うことが大切である。 

・学校交流において、学校及び保護者の負担を少なくし、定期的に行えるようにする。 
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１ 計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者に対する理解は、少しずつではありますが、進んでいるとの評価が、アンケー

ト調査や事業所、団体へのヒアリング調査からあげられています。しかしながら、障がい

によっては、市民の理解が十分に進んでいなかったり、障害福祉サービスを提供する事業

所が十分に整っていないなどの課題もあります。 

本計画においては、障がいのある人もない人も共に地域社会で暮らす市民の一員とし

て相互に人格と個性を尊重し、基本理念の実現を目指します。 

 

 

２ 計画の基本施策 

 

基本理念を実現するため、次の４つの基本施策に基づき、施策を展開します。 

基本施策１ お互いを理解し尊重する「こころ」づくり 

障がいのある人への差別や偏見が無くなるよう、障がいに対する理解の促進を図るとと

もに、情報アクセシビリティの向上及びコミュニケーション支援の充実、相談対応の強化に

取り組みます。 

 

基本施策２ 自分らしい「生活」づくり 

障がいのある人が、自分らしく日々の生活を送れるよう、地域生活の支援を行うととも

に、積極的に地域社会に参加していける環境整備に取り組みます。 

 

基本施策３ 自立した生活と健やかに成長する「自分」づくり 

障がいのある人が、いきいきと自らより良い暮らしを追求できるよう、就労支援の充実、

自立するために必要な能力の育成・支援に取り組みます。 

 

基本目標４ 安心して地域で暮らせる「環境」づくり 

安心・安全に暮らせる環境の整備に努めるとともに、万が一の災害等に備えて、防災・防

犯対策の充実に取り組みます。 

  

【基本理念】 

わかりあい・支えあい・皆が安心して暮らせるまち 
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３ 施策の体系 

 

 

 

基本施策１ 

お互いを理解し尊重する 

「こころ」づくり 

推進施策１ 障がいに対する理解の促進 

（１）差別の解消、理解の促進 

（２）ボランティア活動・福祉活動の推進 

推進施策２ 情報アクセシビリティの向上及びコミュニ
ケーション支援の充実 

（１）情報バリアフリーの推進 

（２）制度・サービス内容の周知 

推進施策３ 相談対応の強化 

（１）相談体制の充実 

（２）権利擁護の推進 

（３）虐待の防止 

基本施策２ 

自分らしい「生活」づくり 

推進施策１ 地域生活の支援 

（１）日常生活の支援 

（２）住まいの確保 

（３）各種手当の支給・助成 

推進施策２ 社会参加の促進 

（１）スポーツ・文化・レクリエーション活動の充実及び交

流機会の拡大 

基本施策３ 

自立した生活と健やかに 

成長する「自分」づくり 

推進施策１ 就労支援の充実 

（１）雇用・就労機会の促進 

（２）工賃向上の推進 

推進施策２ 保育・教育環境の充実 

（１）保育・発達支援体制の充実 

（２）学校教育の充実 

推進施策３ 保健・医療の充実 

（１）保健事業の充実 

（２）医療の確保 

基本施策４ 

安心して地域で暮らせる 

「環境」づくり 

推進施策１ 人にやさしい環境の整備 

（１）人にやさしいまちづくりの推進 

推進施策２ 安心・安全な暮らしの確保 

（１）防災対策の充実 

（２）交通安全対策・防犯意識の高揚 
  

基本理念：わかりあい・支えあい・皆が安心して暮らせるまち 
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４ 障害福祉サービス等の体系 

 

障がいのある人、障がいのある児童を対象とした障害者総合支援法、児童福祉法による

サービス体系は、以下のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自立支援給付 

訪問系サービス 

・居宅介護（ホームヘルプ） 

・重度訪問介護 

・同行援護 ・行動援護 

・重度障害者等包括支援 

日中活動系サービス 

・生活介護 

・自立訓練  

・就労選択支援 ・就労移行支援 

・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

・就労定着支援 ・療養介護 

・短期入所（ショートステイ） 

居住系サービス 

・自立生活援助 

・共同生活援助  

・施設入所支援 

相談支援サービス 

・計画相談支援 ・地域移行支援 

・地域定着支援 

児童福祉法による 

障がいのある児童 

へのサービス 

障害児通所支援 

・児童発達支援 

・医療型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

障害児相談支援 

・障害児支援利用計画作成 

障害児入所支援 

・福祉型障害児入所施設 

・医療型障害児入所施設 

地域生活支援事業 

・理解促進研修・啓発事業  ・自発的活動支援事業   ・相談支援事業 

・成年後見制度利用支援事業 ・成年後見制度法人後見支援事業 

・意思疎通支援事業     ・日常生活用具給付等事業 ・手話奉仕員養成研修事業 

・移動支援事業       ・地域活動支援センター  ・その他の事業 

障
が
い
の
あ
る
人
・
障
が
い
の
あ
る
児
童 

自立支援医療 

補装具費の支給 
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第４章 

障がい者計画 
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基本施策１ お互いを理解し尊重する「こころ」づくり 

 

推進施策１ 障がいに対する理解の促進 

 現状と課題 

○障がいのある人とない人が、障がいの有無にとらわれることなく、お互いに人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、市民一人ひとりが障がいのあ

る人にとって日常生活や社会生活を営む上で制約となっている社会的障壁を十分に理

解することが必要です。 

○障がい者の権利を守り、地域で安心して暮らしていくためには、「障害者差別解消法」

に基づき、差別の解消につながるよう、必要な施策を推進していくことが重要です。 

○ボランティア活動は、障がいのある人が地域で生活をしていく上で重要な役割を担っ

ています。日常生活の中で生じる障がいのある人の様々なニーズに対して、自助・共

助・公助を柔軟に組み合わせながら、地域全体が連携して取り組むことが重要です。 

 

○差別や嫌な思いをした経験については、「たくさんあった」、「少しはあった」の合計値

が 37.1％と、前回調査より 11.1ポイントの増加となっています。また、差別や嫌な

思いをした場面については、買い物やレジャーの外出先、会社、学校などが上位に挙

げられています。依然として、差別的事象が発生している状況がうかがえることか

ら、不当な差別や社会的な障壁が無くなるよう、引き続き、啓発活動等に取り組む

必要があります。 

 

◆障がいを理由とした偏見や差別といった人権を侵す行為や不利益を被ることがな

いよう、理解の促進に取り組みます。また、ボランティア等の活動の支援、障がい

のある人との交流機会の拡大に取り組みます。 

 

  

《アンケート調査結果からみる課題》 

《取組の方向性》 
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（１）差別の解消、理解の促進 

○障がいや障がいのある人への理解を深めるため、啓発活動を推進します。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

障害者週間を通した啓

発・広報活動 

障害者週間（12月３日～９日）を通して、障

がいに対する理解を深めるための啓発・広報

活動に努めます。 

社会福祉課 

市民意識の醸成 市民が障がい福祉に対する理解を深められる

よう、各種講座、イベント等を開催し、理解促

進に努めます。 

社会福祉課 

社会福祉協議会 

障害者差別解消法の普

及啓発 

障がいを理由とする差別の解消を推進するた

めの普及・啓発を図ります。 

また、市が行う事務・事業に対し、「つくばみ

らい市における障害を理由とする差別の解消

の推進に関する対応要領」に基づき、不当な差

別的取り扱いを禁止するとともに、負担が過

重とならない範囲で合理的配慮を実施しま

す。 

社会福祉課 

ヘルプマーク・ヘルプカ

ードの広報・啓発 

障がいのある人への理解や支援の一助となる

よう、ヘルプマークやヘルプカードの周知に

努めます。 

社会福祉課 

各種マークの周知 障がいのある人に関するマークの周知に努め

るとともに、「いばらき身障者等用駐車場利用

証制度」の普及・啓発を図ります。 

社会福祉課 

人権教育 人権教育等に関する講演会等を開催し、人権

の理解促進を図ります。 

生涯学習課 
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（２）ボランティア活動・福祉活動の推進 

○多様な主体の参加による地域の支援体制の構築を目指します。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

ボランティア・NPOの

活動支援 

ボランティア・NPO に対する情報提供などに

より、活動を支援します。 

地域推進課 

社会福祉協議会 

ボランティア・NPO活

動への人材育成・参加促

進 

ボランティア・NPO に対する学習機会の提供

やボランティア活動を身近に感じてもらえる

よう、ボランティア養成講座等の充実を図り、

人材育成に努めるとともに、地域住民が主体

的に参加しやすい環境を整え、参加促進を図

ります。 

地域推進課 

社会福祉協議会 

ボランティア市民活動

センターの周知 

ボランティア市民活動センターの機能や役割

等の周知を図り、ボランティアへの登録を推

進し、ボランティア活動への参加を促進しま

す。 

社会福祉協議会 

ボランティア登録の推

進 

ボランティアへの登録を推進するとともに、

ボランティア活動へとつなぐコーディネート

機能の充実を図ります。 

社会福祉協議会 
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推進施策２ 情報アクセシビリティの向上及びコミュニケーション支援の充実 

 現状と課題 

○「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」に基づき、障がいの

ある人による情報の取得及び利用並びに意思疎通を図る施策を充実させ、障がいのあ

る人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、様々な取組を通じて情報

アクセシビリティの向上を一層推進する必要があります。 

○障がいのある人が安定した生活を送るためには、経済的支援の充実が求められており、

各種制度の周知と利用促進を図ることが必要です。 

○障がいのある人が円滑に情報を取得及び利用し、意思表示やコミュニケーションを行

うことができるように、コミュニケーション支援の充実を推進することが求められて

います。 

 

○情報の入手状況については、「あまり入手できていない」、「入手できていない」の合計

値『入手できていない』が 37.7％となっています。情報発信に係る様々な媒体を活用

し、必要な情報が必要としている方に届くよう、引き続き、情報提供の充実を図る必

要があります。 

 

◆必要な情報を必要な人に確実に提供できるよう、様々な媒体を活用し関係機関と

も連携しながら情報提供の充実に取り組みます。また、社会生活上の意思疎通を

円滑にするために手話通訳者や要約筆記者等の派遣事業に取り組みます。 

 

  

《アンケート調査結果からみる課題》 

《取組の方向性》 
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（１）情報バリアフリーの推進 

○広報紙や市ホームページなど、障がいのある人が利用しやすくなる情報提供の充実に努

めます。 

○障がいのある人とない人とのコミュニケーションが広がるよう、障がいの特性に合わせ

た多様な意思疎通支援を推進していきます。 

○関係機関と連携して、障がいのある人の地域生活が向上する情報内容の充実を図ります。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

情報提供の充実 ホームページやＳＮＳ等を活用して、市民に

対して正確かつ丁寧な情報提供に努めます。 

ホームページでは、音声版の広報紙を公開し

ます。誰もがホームページを支障なく利用で

きる「ウェブアクセシビリティ」に対応したホ

ームページ運営に努めます。 

また、点字資料、録音資料、手話や字幕入りの

映像資料等の充実に努めます。 

秘書広報課 

生涯学習課 

社会福祉協議会 

コミュニケーション支

援の推進 

視覚・聴覚・音声機能障がいのため、意思疎通

が困難な方に対して、意思疎通支援事業（手話

通訳士、要約筆記者の派遣）による取り組みを

推進します。 

社会福祉課 

声の広報 視覚障がいのある方が情報を得られるよう

に、広報紙や議会だより、社協だより等の内容

を、ボランティアの協力により録音したＣＤ

の貸し出しを行います。 

社会福祉協議会 
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（２）制度・サービス内容の周知 

○障がい福祉に関する制度やサービス内容を的確かつ迅速に伝えられるよう努めます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

制度・サービス内容の周

知 

広報紙やホームページを活用して、障がい福

祉に関する制度やサービス内容の周知徹底を

図ります。 

「障がい者支援のしおり」を活用するほか、障

がいの特性に適応した方法により、障がいの

ある人や、ご家族及び支援者等に対して、障が

い福祉に関する制度やサービス内容を確実に

伝えるよう取り組みます。 

社会福祉課 

障がい福祉事業所への

情報提供 

障害福祉サービス事業所と連絡会を通じて連

携を密にすることで、適切な情報提供を行い

ます。 

社会福祉課 

社会福祉協議会 

障害年金の周知 障害基礎年金制度の周知を行います。 国保年金課 

税の軽減制度の周知 住民税における障がい者控除や軽自動車税の

減免などの税の軽減について、広報紙や市の

ホームページなどで周知します。 

税務課 

重度心身障がい者医療

福祉制度（重度心身障が

い者マル福）の周知 

重度心身障がい者医療福祉制度（重度心身障

がい者マル福）の周知を行います。 

国保年金課 
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推進施策３ 相談対応の強化 

 現状と課題 

○障がいのある人が、必要な支援を受けながら自らの決定に基づき地域社会で望む生活

を送るためには、障がいのある人本人の自己決定を尊重する観点から、本人が適切に意

思決定をできるよう、障がい種別や様々なニーズに対応できる総合的な相談支援や専

門的な相談支援の実施が必要です。また、障がいのある人やその家族によるピアサポー

ト事業の促進など、多様な相談支援体制の充実が求められています。 

○権利擁護の推進では、自分自身で選択や責任ある決定をすることが困難な人のために、

本人の人権や利益などを擁護する役割を担う家族や支援者などが本人の意思を理解し

た上で代弁、代行できる体制の整備が求められています。 

○障がいのある人に対する虐待が問題となっており、関係機関や地域住民のネットワー

ク体制の整備、早期に発見しやすい体制を整えることが求められています。 

障がいのある人の権利を守るため、「障害者虐待防止法」に基づき、障がいのある人に

対する虐待防止、早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等

における役割分担や連携方法の協議、課題の共有を図るとともに、障がいのある人への

虐待を防止するための体制強化が求められています。 

 

○相談相手については、「病院・医院・クリニック」、「市役所の窓口」が上位に挙げられて

います。また、相談する際の困りごとでは、「どこに相談すればよいかわからない」が約

３割となっています。相談先がなかったり、相談先がわからないなどの理由により、悩

みや困りごとを一人で抱え込まないよう、相談したいと思った際には、円滑に相談機関

等へとつなげられるよう、引き続き、相談窓口等の周知が必要であると考えられます。 

○成年後見制度の認知度については、「知っている」、「聞いたことはある」がともに

28.6％と、制度自体は認知されている状況がうかがえます。一方で、成年後見制度の

利用意向については、「将来は利用したい」が 16.2％となっています。成年後見制度

の利用実績は少ないものの、制度を必要とした際には、円滑な利用へとつなげられる

よう、成年後見制度に係る相談窓口の充実や、本人と関係機関等をつなぐ地域連携ネ

ットワークの構築など、利用促進に向けた体制整備が重要であると考えられます。 

 

◆障がいのある人の地域生活を支える基盤となる相談窓口の周知と機能強化、地域

生活を継続できる相談支援体制の構築に取り組みます。 

《アンケート調査結果からみる課題》 

《取組の方向性》 
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（１）相談体制の充実 

○障がいのある人やその家族が地域で安心して生活ができるように、総合的かつ専門的な

相談支援が行える体制整備に努めます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

相談支援体制の強化 障がいのある人の生活全般にわたる総合的な

相談支援を行えるよう基幹相談支援センター

等を展開し、相談機能の強化に努めます。 

社会福祉課 

社会福祉協議会 

家庭児童相談の充実 個々のケースに応じて関係機関と連携を図る

ことにより、家庭児童相談業務を充実させま

す。 

おやこ・まるまる 

サポートセンター 

乳幼児の相談体制の充

実 

支援が必要な母子を早期に発見し、適切な支

援につなげるため、母子への相談体制等を充

実させます。 

おやこ・まるまる

サポートセンター 

相談員の活動支援及び

資質の向上 

障がい者やその家族などからの身近な相談に

応じられるよう、身体障がい者相談員、知的障

がい者相談員の活動を支援します。 

また、県などが主催する障がい者施策、教育、

職業等の幅広い分野にかかる研修への参加を

促すなど、各相談員の資質向上に努めます。 

社会福祉課 

重層的支援体制の整備 単独の事業所では支援が困難な事例につい

て、多機関が連携して支援していける体制（重

層的支援体制）の整備に努めます。 

社会福祉課 
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（２）権利擁護の推進 

○障がいのある人の人権を守るため、成年後見制度の周知及び制度利用のための支援を行

います。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

成年後見制度の普及促

進 

令和４年度より設置された成年後見支援セン

ターの周知を行い、早期の段階から成年後見

制度について理解が深められるよう、市民の

理解と普及促進に努めます。 

社会福祉課 

介護福祉課 

社会福祉協議会 

日常生活自立支援事業

の実施 

判断能力が不十分な人（認知症高齢者、知的障

がい、精神障がい等）が地域において自立した

生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続

きや日常的金銭管理を実施します。 

社会福祉協議会 

権利擁護支援の地域連

携ネットワークづくり 

権利擁護支援の必要な方が早い段階から相談

できるよう成年後見制度利用の体制を整備す

るとともに、様々な関係機関との情報連携の

核となる機関の設置を進めます。 

社会福祉課 

法人後見事業の実施 社会福祉協議会として成年後見人等を受任

し、意思決定が困難な知的障がい者や精神障

がい者の地域生活等を支援します。 

社会福祉協議会 

市民後見人の養成と活

動支援 

地域の身近な存在として成年後見制度を担う

市民後見人の養成を行います。また、市民後見

人が地域の担い手となるようフォローアップ

研修の開催など、活動をサポートします。 

社会福祉協議会 

相談・申立て等に関する

支援 

成年後見制度の利用や今後の方向性など全般

について相談を行います。また、申立てに必要

な書類説明の他、書類の書き方をはじめ、内容

確認などの支援、後見人が家庭裁判所に提出

する報告書の書き方などを支援します。 

社会福祉協議会 
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（３）虐待の防止 

○障がいのある人の尊厳を傷つける様々な虐待の防止策に努めます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

虐待を未然に防ぐため

の積極的なアプローチ 

障がい者一人ひとりの権利が守られ、自立し

て生活できるよう、広報紙やパンフレット、ホ

ームページやＳＮＳなどによる情報提供によ

り、市民やあらゆる関係者に対し、障害者虐待

防止法について周知し、正しい理解と虐待の

未然防止に努めます。 

社会福祉課 

虐待の早期発見・早期対

応 

障がい者に対する虐待の通報相談に対し、迅

速かつ適切に対応するとともに、障がい者等

の虐待通報義務について徹底します。 

社会福祉課 

障がい者虐待に係る一

時保護用居室の確保 

虐待もしくは暴力による被害者又は家族に対

し、緊急時における安全確保のため一時的に

避難する場所を確保します。 

社会福祉課 

要保護児童等対策地域

協議会 

児童虐待の早期発見及びその適切な保護のた

め、関係機関が適切な連携の下で支援ができ

るよう、代表者会議・実務者会議等を開催しネ

ットワークの強化を行います。 

おやこ・まるまる 

サポートセンター 

関係機関の連携・協力に

よる対応と体制 

複数の関係機関が連携を取りながら、障がい

者や養護者の生活を支援できる体制を構築

し、チームとして対応します。 

社会福祉課 

介護福祉課 

おやこ・まるまる 

サポートセンター 
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基本施策２ 自分らしい「生活」づくり 

 

推進施策１ 地域生活の支援 

 現状と課題 

○障がいのある人が地域で自立した生活を送るためには、必要とする障害福祉サービス

等の支援を受けつつ、自立と社会参加を図っていくことが求められています。また、障

がいの多様化、重度化、高齢化など、求められる支援の質や内容も複雑化しており、一

人ひとりのニーズに的確に対応するためには、サービスの質の向上が求められていま

す。 

○住まいは生活の基本であり、障がいの特性や程度などに左右されることなく、可能な限

り住み慣れた地域で暮らし続けていけるような環境が必要です。 

公営住宅の供給や、グループホームなどの共同生活の場の整備など、個人の状況に応じ

た自立した生活ができるような居住環境の整備に向けて取り組む必要があります。 

 

○将来への不安については、「健康のこと」、「生活費のこと」、「医療のこと」が上位に挙

げられています。また、主な介護者が困っていると思われることについては、「高齢で

ある」、「精神的に疲れている」、「経済的な問題」が上位に挙げられています。障がい

のある人が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、障害福祉サービ

ス基盤の整備とともに、日常生活を送る上で必要となる多様な支援事業を展開し、経

済的負担を軽減するための各種制度の周知と利用促進を図る必要があります。 

 

◆障がいのある人が、自分らしく日々の生活を継続していけるよう、「障害福祉サー

ビス」の確保・充実、住まいの確保、経済的負担の軽減に努めます。 

 

  

《アンケート調査結果からみる課題》 

《取組の方向性》 
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（１）日常生活の支援 

○障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービスをはじめ、障がいのある人

の地域生活を支援する各種サービスの提供基盤の整備・拡充を目指します。 

○障がいのある人が、自分に合った日々の生活が送れるよう、多様な日中活動の場の充実

を図ります。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

障害福祉サービス等の

充実 

障がいのある人が障がいに応じた様々な障害

福祉サービスを受けられるよう、障がいのあ

る人又は家族や事業者に対し、適切な情報提

供を行います。 

社会福祉課 

地域生活支援事業の充

実 

日中一時支援事業、相談支援事業、意思疎通支

援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事

業、地域活動支援センター事業の円滑な実施

に努めるとともに、利用者のニーズに即した

サービスの充実を図ります。 

社会福祉課 

障がい児支援の推進 児童福祉法に基づく障がい児支援の充実を図

ります。 

社会福祉課 

生活支援サービスの充

実 

地域生活を支えるため、利用ニーズを的確に

把握し、生活支援サービスの充実を図ります。 

【生活支援サービス】 

・寝具洗濯乾燥消毒サービス 

・理髪サービス 

・救急医療キットの配布 

・緊急通報システム見守りサポート 

介護福祉課 

社会福祉協議会 

ごみ出し支援事業 身体障害者手帳２級以上の障がいがあり、ご

み出しが出来ない状況にある方のごみを自宅

に戸別に収集します。 

生活環境課 

生活福祉資金貸付事業

の実施 

低所得者、障がい者又は高齢者の属する世帯

に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行

うことにより、その経済的自立及び生活意欲

の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促

進を図ります。 

社会福祉協議会 
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（２）住まいの確保 

○民間事業者や関係機関と連携し、多様な形での障がいのある人の暮らしの場の確保を目

指します。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

市営住宅の入居支援 住宅に困窮する低額所得者等に、市営住宅を供

給できるよう推進します。 

住まい開発政策課 

民間賃貸住宅家賃補助 市営住宅入居資格のある方で、市内の民間賃

貸住宅に入居している方に、家賃の一部を補

助します。 

住まい開発政策課 

住宅改修費等の助成 日常生活における利便を図るため居室、浴室、

トイレ等の住宅改修費の一部を助成・貸付け

する制度について周知します。 

社会福祉課 

グループホームの利用

促進 

グループホームへの入所支援に努めるため、

近隣市町村の事業所と情報共有など可能な支

援策を検討します 

社会福祉課 

 

  



第４章 障がい者計画 

62 

（３）各種手当の支給・助成 

○障がいのある人の経済的自立と、その家族の生活の安定を図ります。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

各種手当制度の周知 国が実施する各種の障がいのある人を対象と

する手当、市の独自事業として実施している

手当等を障がい福祉のしおり、パンフレット、

市ホームページ及び広報より周知を図りま

す。 

【各種手当制度】 

・特別障害者手当 

・障害児福祉手当 

・在宅心身障害児福祉手当 

・難病患者福祉手当 

・特別児童扶養手当 等 

社会福祉課 

特別支援教育就学奨励

費の支給 

特別支援教育の普及、奨励と保護者の経済的

負担の軽減を図るため、特別支援学級に就学

する児童の保護者に対して、就学に必要な学

用品費、給食費、修学旅行費などの一部を援助

します。 

学校総務課 
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推進施策２ 社会参加の促進 

 現状と課題 

○障がいのある人とない人がお互いを理解し合い、それぞれが支え合う社会を実現する

ためには、障がいのある人に対する理解と認識を深めるための交流や福祉教育が重要

です。 

○文化活動やスポーツ活動等の社会参加は生活を豊かにするものであり、積極的に促進

していく必要があります。こうした活動を広げるには、障がいのある人自身が参加への

意欲を持つとともに、参加しやすい環境づくりを進めることが大切です。 

 

○文化活動やスポーツ活動などに参加しやすくするために大切なことについては、「移動

手段が確保されていること」、「周囲の理解が得られること」、「障がいのある人に参加

できる活動の情報が伝わっていること」が上位に挙げられています。障がいのある人

が、生きがいをもって、自分らしくいきいきとした生活を実現するためには、様々な

配慮や環境整備、情報や活動機会の積極的な提供に努める必要があります。 

 

◆障がいのある人が、自分らしく、いきいきとした暮らしが送れるよう、積極的に社

会参加の機会を提供し、そのための環境づくりを進めます。 

 

  

《アンケート調査結果からみる課題》 

《取組の方向性》 
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（１）スポーツ・文化・レクリエーション活動の充実及び交流機会の拡大 

○スポーツや文化活動など、障がいのある人が参加しやすい環境づくりに取り組みます。 

○交流・ふれあい活動を通じて、障がい及び障がいのある人に関する市民の理解を深め、

こころのバリアフリーを促進します。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

スポーツ・文化・レクリ

エーション活動の支援 

地域におけるイベント（桜まつり、親子料理教

室等）に障がいのある人の参加を促します。ま

た、各種スポーツ大会に参加する障がいのあ

る人を支援します。 

社会福祉課 

社会福祉協議会 

生涯学習施設の整備 スポーツ運動施設や公民館、図書館など生涯

学習施設において、障がいのある人等が安全

に利用できる施設整備に努めます。 

生涯学習課 

図書館サービスの充実 障がいのある人が平等に図書館を利用できる

よう、録音図書、点訳図書や電子図書などの資

料の貸出を行います。また、障がいに応じて市

の負担により配送による図書館資料の貸出を

行います。 

生涯学習課 

選挙執行における配慮 投票所のバリアフリー化や簡易スロープの設

置、郵便投票制度の案内など、選挙権を行使で

きるよう配慮します。 

総務課 

交流機会の拡大 障がいのある人の自主的な活動や交流機会の

拡大を支援します。 

社会福祉課 

社会福祉協議会 
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基本施策３ 自立した生活と健やかに成長する「自分」づくり 

 

推進施策１ 就労支援の充実 

 現状と課題 

○障がいのある人の就労には、事業所の理解・協力が不可欠であり、受け入れる職場の環

境整備や障がいのある人の雇用に関する制度の普及・啓発を図っていく必要がありま

す。一方、障がいのある人を受け入れる事業所や能力に合った職種が少ないとされてい

ることから、能力に応じて就労が可能となるよう、関係機関と連携を図り、雇用の創出

を促進することも重要です。令和４年の障害者雇用促進法の改正では、事業主における

障がい者雇用の一層の促進に向け、法定雇用率の引き上げとともに、事業主に対する支

援策の強化が図られることとなりました。 

 

○働きやすい環境をつくるために必要だと思うことについては、「障がいに対する上司や

同僚の理解」、「企業の障がい者雇用に対する理解」が上位に挙げられています。いず

れも障がいに対する理解が上位に挙げられていることから、雇用の場における障がい

に対する理解促進を図るとともに、障がいのある人が抱える不安や悩みを、一人で抱

え込むことがないよう、障がい種別に応じた、相談支援の充実を図る必要があります。 

 

◆自分に合った働き方を選択できるよう、就労支援体制の構築を進めます。また、企

業に対して、障がい者雇用に関する理解啓発に努めます。 

 

  

《アンケート調査結果からみる課題》 

《取組の方向性》 
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（１）雇用・就労機会の促進 

○障害者就業・生活支援センターとの連携強化を図り、総合的な就労支援や雇用拡大、職

場定着支援に取り組みます。 

○福祉施設等において生産活動を行う福祉的就労の充実を図ります。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

障がい者雇用の推進 障がいのある人の雇用への理解促進及び雇用

拡大に向けて、「障害者雇用支援月間（9月）」

の周知を図ります。 

産業経済課 

特別支援学校との連携 特別支援学校の進路相談会に参加し、居住先

や就労などの相談支援を行います。 

社会福祉課 

就労系サービスの充実 就労系サービスの利用を通して、障がい者の

就労と継続した就労を支援します。 

社会福祉課 

福祉事業所等の物品等

販売の充実 

イベントや市役所内での物品等の販売を行う

ことで、福祉事業所等と連携を図り、物品等販

売の充実に努めます。 

社会福祉課 

職場環境の向上に向け

た取組の促進 

障がい者が働きやすい職場環境とするため、

段差の解消やトイレ等の設備改造などのバリ

アフリー化について、事業主への理解を促進

します。 

社会福祉課 

 

（２）工賃向上の推進 

○障がいのある人が、働く喜びを感じながら地域で自立した生活が送れるよう、事業所等

の工賃向上に向けた取組を支援します。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

優先調達の推進 「障害者優先調達推進法」に基づき、市役所や

関係機関等において、製品や物品の購入、役務

の依頼などにより、受注機会の拡大を図りま

す。 

社会福祉課 
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推進施策２ 保育・教育環境の充実 

 現状と課題 

○障がい児支援にあたっては、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、健やかな育成

を支援することが必要です。障がい児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、

障がい福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、障がい児一人ひとりに

合った切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ることが求められています。 

○障がいの有無に関わらず児童・生徒がともに学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育シ

ステムは、障がいのある児童に必要な「合理的配慮」が提供されること等が必要とされ

ています。インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、自己の持つ能力や可能性を最

大限に伸ばし、自立と社会参加ができるよう、一人ひとりの「生きる力」を培う教育の

充実を図る必要があります。 

そのために、障がいのある児童・生徒が、いきいきと学ぶことができるように、適切な

教育支援としての「合理的配慮」を本人・保護者等と十分に話し合って行っていくとと

もに、障がいのある児童・生徒に対する理解を深め、豊かな人間性を育むための交流及

び共同学習を推進していくことが重要です。 

さらに、教職員への研修や適切な教育相談体制の充実等、障がい理解の啓発と十分な支

援体制の整備を図り、連続性のある「多様な学びの場」とするために「個別の教育支援

計画」をさらに充実していく必要があります。 

 

○子育てをするうえで、早期に適切な支援を受けるために必要だと思うことについては、

「専門家による相談支援体制を充実させる」、「専門的な療育訓練を充実させる」が上

位に挙げられています。また、お子さんが受けている支援等で充実させるべきと思う

ことについては、「進学先を決めるための相談支援体制の充実」、「会話やコミュニケー

ションに関する支援」、「友達など人とのかかわり方に関する支援」が上位に挙げられ

ています。子育てというライフステージでは、専門的な相談、療育訓練の充実が求め

られている状況であり、お子さんの将来を見据えた支援の充実が望まれています。保

護者の方は、親亡き後の生活に不安を抱いている方も多いことから、障がいのある児

童一人ひとりの個性を捉えながら、教育支援や相談体制の充実を図るとともに、将来

の自立を見据えた支援や、関係機関との連携を強化していく必要があります。 

 

◆一人ひとりの障がい特性等に応じた取り組みを推進し、子どもたちの能力に応じ

て可能性を最大限に伸ばせる保育・教育環境の整備に努めます。 

《アンケート調査結果からみる課題》 

《取組の方向性》 
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（１）保育・発達支援体制の充実 

○関係機関との連携により、障がいのある子どもの支援体制の強化を図ります。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

発達支援の充実 発達に遅れやばらつきがある子どもたちに対

して、臨床心理士や言語聴覚士等が、発達に応

じた適切な指導を行います。 

また、個別相談・指導、集団指導などを通じて、

発達に心配のある子どもたちへの発達支援に

努めます。 

おやこ・まるまる 

サポートセンター 

保育所等巡回相談の実

施 

発達に心配があると思われる幼児への早期支

援を充実させるため、市内の幼稚園・認定こど

も園・保育所等への巡回訪問指導を行い、発達

の特性に合わせた配慮の仕方や具体的な関わ

り方などについて、助言等を行います。 

おやこ・まるまる 

サポートセンター 

居場所の配慮 放課後子ども教室、放課後児童クラブにおい

て、障がいのある子どもたちの放課後の居場

所に配慮します。 

生涯学習課 

教育・就学相談の充実 乳幼児を含め早期からの教育相談や就学相談

を図ることにより、その後の円滑な支援につ

なげていきます。 

教育指導課 

おやこ・まるまる 

サポートセンター 

相談拠点の整備 発達に課題のある又は障がいのある子どもや

家族への支援を行う療育拠点として、相談の

拠点となるセンター（仮）の整備を進め、障が

い児を支援する機関との連携づくりや援助、

助言などの地域支援を行います。 

社会福祉課 

おやこ・まるまる 

サポートセンター 
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（２）学校教育の充実 

○本人の個性や障がいの特性、本人や家族の意向等を尊重した教育支援が切れ目なく行え

るように、引き続き教育相談・進路相談の充実に努めます。 

○市内小中学校における特別支援学級や教職員研修の充実に努めます。 

○障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学ぶ機会が拡充するようインクルーシ

ブ教育システムの構築に向けて取り組みます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

交流教育の充実 インクルーシブ教育の理念を踏まえて、豊か

な人間性の形成と障がい児に対する正しい理

解と認識を深めるため、小・中学校と特別支援

学校との交流教育を充実します。 

教育指導課 

発達障がい児等に対す

る相談体制の充実 

小・中学校における学習障がい児等の保護者

からの相談や、教員への指導・助言などができ

るように支援します。 

教育指導課 

重度・重複障がい児童生

徒に対する相談体制の

充実 

肢体不自由を有する重度・重複障がい児童生

徒の特別支援学校、地域の小・中学校での受け

入れについて相談体制の充実を図ります。 

教育指導課 

障がい児に関わる教職

員の専門性の向上 

小・中学校の教職員の福祉に関する研修への

参加を促進し、特に知的障がいや発達障がい

等の障がいに対する理解を深め、専門性の向

上に努めます。 

教育指導課 

学校教育におけるアク

セシビリティの向上 

紙媒体の教科書による学習が難しい児童生徒

に向けて提供されている「デイジー教科書」の

周知を継続的に行い、必要としている児童生

徒が適切に利用できるよう努めます。 

教育指導課 

特別支援教育等の充実 特別支援教育に関する就学及び転学の相談や

手続きについて、保護者からの相談を受けて

対応します。 

通常の学級におけるユニバーサルデザイン授

業の推進とともに、特別支援学級担任や特別

支援教育支援員との連携によりチームでの一

貫した支援を行います。 

教育指導課 
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施策名 施策の内容 担当課 

障がい児に配慮した施

設整備 

障がい児の入園・入学を関係部署と連携しな

がら事前に把握し、段差解消、手摺り設置など

の施設整備を行い、バリアフリー化を図りま

す。 

学校総務課 

みらいこども課 

福祉体験・福祉教育の推

進 

学校や地域での活動において、福祉体験活動

や障がい者当事者との交流、小・中学校と特別

支援学校との交流など、福祉施設、教育機関及

び地域の日常的交流活動等を展開し、障がい

及び障がい者への正しい理解を促進します。 

教育指導課 

社会福祉協議会 
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推進施策３ 保健・医療の充実 

 現状と課題 

○健康を維持・増進し、地域で安心して生活するためには、生涯にわたる健康づくり施策

が重要であり、疾病や二次障がいの予防への対応等、乳幼児期から高齢期までの各ライ

フステージに応じた、きめ細かな保健・医療サービスの充実に努める必要があります。 

 

○障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会実現のための施策については、「保健医

療サービスやリハビリテーションの充実」が約３割となっています。健康に関する情

報を積極的に提供し、ライフステージに応じた健康診査や健康相談等を行うとともに、

自主的な健康づくりを支える環境の充実が求められています。 

 

◆障がいのある人と、その家族が安心感を得られるよう、一人ひとりに応じた適切

な保健事業の推進と、医療の確保に努めます。 

 

 

（１）保健事業の充実 

○ライフステージごとに健康づくりに向けたアプローチを行い、市民一人ひとりが自らの

健康について考え、行動することができるよう取り組んでいきます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

母子保健事業による障

がいの早期発見 

乳幼児健康診査等で、乳幼児の疾病や発達障

がいの早期発見・早期対応に努めます。 

おやこ・まるまる 

サポートセンター 

健康診査事業等の充実 脳血管障害など重篤な疾患につながる生活習

慣病の早期発見のため特定健康診査等の受診

率の向上に努め、受診勧奨判定値を超える未

受療者に対し受診勧奨を実施します。 

国保年金課 

健康増進課 

 

  

《アンケート調査結果からみる課題》 

《取組の方向性》 
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施策名 施策の内容 担当課 

健康づくりのための相

談・啓発等の充実 

健診結果等から個々にあった生活習慣改善や

健康管理に関して保健師や栄養士が助言指導

を行い、本人及び家族の健康づくりを支援し

ます。 

国保年金課 

健康増進課 

こころの健康への支援・

啓発 

「こころの健康相談」による相談支援を実施

しながら、講演会等の啓発を充実させます。 

健康増進課 

 

 

（２）医療の確保 

○障がいのある人が安心して医療機関で受診できるように、保健所、医師会、歯科医師会、

関係機関、近隣市町と協力しながら、保健・医療体制の充実に努めます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

自立支援医療費の支給 自立支援医療費（更生医療・育成医療）を適切

に給付します。また、県が給付する自立支援医

療費（精神通院）が受けられるよう、手続きの

支援を適切に行います。 

社会福祉課 
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基本施策４ 安心して地域で暮らせる「環境」づくり 

 

推進施策１ 人にやさしい環境の整備 

 現状と課題 

○障がいのある人や高齢者をはじめとするすべての人々が尊重され、生きがいを持って

地域社会で生活するためには、あらゆる分野の活動に参加できる、快適で暮らしやすい

生活環境のまちづくりが求められています。バリアフリー・ユニバーサルデザインの推

進は障がいのある人の社会参加にもつながることから、今後も継続的に環境整備に取

り組んでいく必要があります。 

○障がいのあるなしに関わらず、市民全体へのサービス向上につながるよう、行政サービ

スにおける配慮が求められています。 

また、現状では障がいのある人がまちづくりに参加する分野が限られている状況もみ

られることから、行政サービス向上の視点で、多様な社会参加の分野拡充を図っていく

必要があります。 

 

○障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会づくりについては、「大いに進んでい

る」、「ある程度進んでいる」の合計値『進んでいる』が 27.3％となっています。また、

障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会実現のための施策では、「障がいのある

人に配慮した住宅や建物、交通機関の整備」が約３割となっています。求められる施

策は、障がい種別により異なる傾向もみられることから、障がい種別に応じたニーズ

や課題等を捉え、優先順位をつけながら着実に施策等を展開していく必要があります。 

 

◆障がいのある人はもちろん、すべての人にやさしく暮らしやすい環境の整備に努

めます。 

 

  

《アンケート調査結果からみる課題》 

《取組の方向性》 
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（１）人にやさしいまちづくりの推進 

○障がいのあるなしに関わらず、誰もが利用しやすい社会環境が整備されるように、バリ

アフリー・ユニバーサルデザインの普及に努めます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

タクシー助成 重度の障がいのある人が、通院や機能回復訓

練などでタクシーを利用する際の料金の一部

を助成します。 

社会福祉課 

コミュニティバス、デマ

ンド乗合タクシー、病院

バスの運行 

コミュニティバス、デマンド乗合タクシー、病

院バスの運行に努めます。また、公共交通の確

保・維持・改善に努めます。 

都市計画課 

移動手段の充実 普通自動車への昇降が困難な方の外出の利便

性向上を図るため、車いすのまま乗れるリフ

ト付き自動車を貸し出します。 

社会福祉協議会 

送迎サービスの実施 移動に制約のある方に対して、送迎サービス

を実施します。 

社会福祉課 

社会福祉協議会 

施設環境の整備 道路の段差解消などバリアフリー化を図り、

交通安全施設（誘導ブロックなど）の整備に努

めます。 

建設課 

適切な公園管理 誰もが安心かつ快適に利用できるよう、適切

な公園管理に努めます。 

都市計画課 
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推進施策２ 安心・安全な暮らしの確保 

 現状と課題 

○障がいのある人が安心して地域で生活していくためには、防災や防犯の対策も積極的

に展開していく必要があります。特に、障がいのある人を含む、自力では避難すること

が困難な人の円滑な避難支援や安否確認の実施には、地域住民、自治会、自主防災組織

など、地域の幅広い協力が不可欠です。避難行動に支援が必要な人の災害時の安全を確

保するため、多くの人の参加を促すとともに、障がいに配慮した情報伝達手法について

の検討や、避難所での障がいへの配慮を充実していく必要があります。 

 

○災害時の行動について、家族や支援者と話し合っているかについては、約４割の方が

「話し合っている」と回答しています。また、災害時に不安に思うことについては、

「安全なところまで、迅速に避難できるか」、「投薬や治療が受けられるか」、「避難場

所の設備（トイレ等）や生活環境」が上位に挙げられています。不安に思う項目は、

障がい種別で異なる傾向がみられることから、災害時でも安心・安全に避難行動がと

れる支援体制の構築を図るとともに、障がいの状況に応じた支援策や、避難所での生

活の在り方などを検討していく必要があります。 

 

◆市民の理解と協力を得ながら、生命がおびやかされない安心・安全なまちづくり

を進めます。 

 

  

《アンケート調査結果からみる課題》 

《取組の方向性》 
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（１）防災対策の充実 

○避難行動要支援者名簿や福祉避難所等の周知を継続するとともに、災害事例を検証し、

障がいのある人の意見を踏まえ災害対策の強化に取り組みます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

福祉避難所の確保 災害時等における避難所では、関係機関等と

の災害協定による連携を図り、障がい特性に

配慮した避難所整備を推進するとともに、障

がい者と介護者が安心して避難できるよう、

福祉避難所の確保に努めます。また、避難所で

は、災害時に備え、飲料水や非常食、おむつな

どの物資や、発電機等の機材を確保します。 

防災課 

災害時の情報提供の整

備 

災害時における安全確保を図るため、災害情

報をホームページや防災無線等により発信し

ます。 

防災課 

協力体制の構築 福祉施設等のある地域においては、近隣住民

による自主防災組織と福祉施設との協力体制

の構築を推進します。 

防災課 

避難行動要支援者登録

の促進 

自力で避難することが難しい障がい者に対

し、避難行動要支援者の登録を進め、確実な避

難行動に生かします。 

社会福祉課 

ＮＥＴ119 

（Web119）の活用推

進 

聴覚や発話に障がいのある方に対し、芳賀地

区広域行政事務組合消防本部と連携して、緊

急時に活用できるようＮＥＴ119 の普及啓

発に努めます。 

社会福祉課 

災害ボランティアの充

実 

災害ボランティアの育成と確保を図るととも

に、災害時における災害ボランティアセンタ

ーの設置訓練を行い、災害時の迅速な対応に

備えます。 

社会福祉協議会 
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（２）交通安全対策・防犯意識の高揚 

○交通安全対策に係る普及啓発を推進します。 

○障がいのある人が巻き込まれる犯罪被害を防止するため警察をはじめとする関係機

関と連携しながら注意喚起を行い、防犯対策に取り組みます。 

 

 施策の展開 

 

施策名 施策の内容 担当課 

交通安全教室の推進 市内の小・中学校、特別支援学校で行う交通安

全教室について、各学校及び警察署との連携

を図り、交通安全意識の高揚を図ります。 

防災課 

防犯対策の推進 警察署と連携し、犯罪被害の状況や防犯対策

の方法等について、防災アプリや広報誌での

周知、防犯キャンペーンの実施など様々な方

法で啓発を行い、防犯対策の充実を図ります。 

防災課 

防犯散歩ボランティア

（スクールガード） 

地域住民が地区内を散歩（パトロール）するこ

とにより、犯罪の抑止効果が期待でき、安心感

を持って暮らせる安全な街づくりを推進しま

す。 

社会福祉協議会 
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１ 障がい福祉計画・障がい児福祉計画の成果目標 

 

（１）施設入所から地域生活への移行 

国の基本指針によれば、地域生活への移行を進める観点から、福祉施設に入所している

障がい者（以下「施設入所者」という。）のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、令和

８年度末までに地域生活（グループホーム、一般住宅等）に移行する者の数値目標を設定

することとされています。 

 

①入所施設の入所者の地域生活への移行 

＜国の基本指針＞ 

令和４年度末時点の施設入所者の６％以上が地域生活へ移行することを基本とする。 

 

区 分 数 値 備 考 

令和４年度末入所者数（Ａ） 56人 実績 

【目標値】地域生活移行者数（Ｂ） 4人 目標 

移行率 （Ｂ／Ａ）×100 7.1％  

 

②入所施設の入所者数 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度末の施設入所者数を令和４年度末時点の施設入所者数から、5.0％以上の削減を基

本とする。 

 

区 分 数 値 備 考 

令和４年度末入所者数（Ａ） 56人 実績 

【目標値】削減見込（Ｂ） 4人 目標 

削減率 （Ｂ／Ａ）×100 7.1％  

 

 

＜つくばみらい市の取組＞ 

目標の達成に向けて、施設入所者に対する定期的な障がい支援区分の認定調査の際

に、施設入所者の地域生活への移行の可能性について施設等と協議を行います。また、

施設入所者の地域移行を進めるため、グループホーム等の居所確保と実情把握に努

め、相談支援事業所や各種サービス提供事業所等と連携を図りながら、支援体制の整

備を推進します。障がい福祉サービス等の社会資源の一層の充実を図り、地域移行後

の生活支援に努めます。 
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるにあたっては、精神科病

院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした地域精神保健

医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、ともに暮らせる社会の実現に

向けた取組の推進が必要となります。 

＜国の基本指針＞ 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域における精神保

健医療福祉体制の基盤を整備する。 

 

 

＜つくばみらい市の取組＞ 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、障がい者支

援協議会において、専門部会を設け協議の場とします。 

■包括ケア部会の継続・充実 

 

（３）地域生活支援の充実 

サービス提供体制整備の一環として、地域生活への移行、相談、グループホーム等の体

験機会の提供、緊急時の受入対応体制、人材の確保・養成、その他地域の体制づくり等の

機能を集約した地域生活支援拠点等を、各市町村または各都道府県が定める障がい福祉

圏域（以下「圏域」という。）において、少なくとも一つは整備を進めることが国の指針

により求められています。この体制整備に関しては、地域の実情に応じ、複数の機関が分

担して機能を担う体制も可能とされています。 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度末までに各市町村または各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保し、機能

の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス

事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制

の構築を進めるとともに、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討するこ

とを基本とする。 

また、強度行動障がいを有する障がい者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関

係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。 

 

 

＜つくばみらい市の取組＞ 

令和５年度に面的整備により、地域生活支援拠点等を整備しています。引き続き、

地域生活支援拠点等の機能充実を図り、年１回以上運用状況等を検証します。 

また、強度行動障がいを有する障がい者への支援体制の充実を図るため、支援ニー

ズ等を把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めていきます。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行 

福祉施設から一般就労への移行について、国の基本指針に基づき、数値目標を設定しま

した。 

①福祉施設から一般就労への移行 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度中に福祉施設から一般就労へ移行した者が、令和３年度実績の 1.28 倍以上にな

ることを基本とする。 

 

区 分 数 値 備 考 

令和３年度中に福祉施設から一般就労へ移行した者（Ａ） 4人 実績 

令和８年度中に福祉施設から一般就労へ移行した者（Ｂ） 10人 見込 

【目標値】令和８年度中／令和３年度中（Ｂ／Ａ） 2.50倍  

 

②就労移行支援事業の一般就労への移行 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度中に一般就労に移行する者が、令和３年度実績の 1.31 倍以上になることを基本

とする。 

 

区 分 数 値 備 考 

令和３年度中に一般就労へ移行した者（Ａ） 2人 実績 

令和８年度中に一般就労へ移行した者（Ｂ） 5人 見込 

【目標値】令和８年度中／令和３年度中（Ｂ／Ａ） 2.50倍  

 

③就労移行支援事業所の実績の確保・向上 

＜国の基本指針＞ 

就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の

割合が５割以上の事業所を全体の５割以上になることを基本とする。 

 

区 分 数 値 備 考 

令和８年度において、就労移行支援事業所のうち、就

労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行

した者の割合が５割以上の事業所数 

５割以上 見込 
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④就労継続支援Ａ型の一般就労への移行 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度中に一般就労に移行する者が、令和３年度実績の概ね 1.29 倍以上になることを

基本とする。 

 

区 分 数 値 備 考 

令和３年度中に一般就労へ移行した者（Ａ） 2人 実績 

令和８年度中に一般就労へ移行した者（Ｂ） 3人 見込 

【目標値】令和８年度中／令和３年度中（Ｂ／Ａ） 1.50倍  

 

⑤就労継続支援Ｂ型の一般就労への移行 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度中に一般就労に移行する者が、令和３年度実績の概ね 1.28 倍以上になることを

基本とする。 

 

区 分 数 値 備 考 

令和３年度中に一般就労へ移行した者（Ａ） 0人 実績 

令和８年度中に一般就労へ移行した者（Ｂ） 2人 見込 

【目標値】令和８年度中／令和３年度中（Ｂ／Ａ） －  

 

⑥就労定着支援事業の利用者数 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度中に就労定着支援事業を利用する者が、令和３年度実績の 1.41 倍以上になるこ

とを基本とする。 

 

区 分 数 値 備 考 

令和３年度中に就労定着支援事業を利用した者（Ａ） 6人 実績 

令和８年度中に就労定着支援事業を利用した者（Ｂ） 9人 見込 

【目標値】令和８年度中／令和３年度中（Ｂ／Ａ） 1.50倍  
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⑦就労定着支援事業の就労定着率 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度において就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所を全体の２

割５分以上になることを基本とする。 

 

区 分 数 値 備 考 

令和８年度の就労定着支援事業所のうち、就労定着率

が７割以上の事業所 
２割５分以上 見込 

 

 

＜つくばみらい市の取組＞ 

関係機関のネットワークを充実強化することにより、就労移行支援事業等を推進

し、障がい者の福祉施設、就労支援事業、就労継続支援Ａ型、及び就労継続支援Ｂ型

の利用者の一般就労への移行を促進します。また、一般就労へ移行した後の支援とし

て、就労定着支援事業の利用促進を図り、安定した就労を推進します。 
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（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

障がい児のライフステージに沿って地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育、就労

支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制整備が重要

となります。 

①児童発達支援センターの設置及び障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョ

ン）の推進 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度末までに児童発達支援センターを各市町村または各圏域に少なくとも１箇所以上

設置することを基本とする。 

令和８年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援等を活用しながら、障がい

児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するための体制の構築を基本とする。 

 

 

＜つくばみらい市の取組＞ 

令和８年度末までに児童発達支援センターを設置するとともに、障がい児の地域社

会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、保育所等訪問支援を実施し

ます。 

 

②重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度末までに、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサ

ービス事業所を、各市町村または各圏域に少なくとも１箇所以上確保することを目指す。 

 

 

＜つくばみらい市の取組＞ 

本市には、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所が１か所あること

から、これらの事業所との連携を図りながら支援体制の確保に努めます。 
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③医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度末までに、医療的ケア児が適切な支援が受けられるよう、各都道府県、各圏域、各

市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議

の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とす

る。 

 

 

＜つくばみらい市の取組＞ 

医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、本市では、令和５年度に保健、医

療、福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場として、医療的ケ

ア児支援協議会を設置しました。 

本計画では、医療的ケア児支援協議会において、医療的ケア児を含めた地域での福

祉における課題を抽出し解決に向けた協議を行い、さらなる支援の充実を図ることを

基本とします。 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置は、県実施の医療的ケア児コーデ

ィネーター養成研修修了者が８名となっています。今後も、県の養成研修等を活用し、

コーディネーターの拡充に努めます。 
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（６）発達障がい者等に対する支援 

発達障がい者等の早期発見・早期支援には、発達障がい者等及びその家族等への支援が

重要であることから、保護者等が子どもの発達障がいの特性を理解し、必要な知識や方法

を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントトレーニングやペアレントプログラム

等に対する支援体制を確保することが重要となります。 

①ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数

（保護者）及び実施者数（支援者） 

＜国の基本指針＞ 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数（保護者）

及び実施者数（支援者）を見込むこと。 

 

区 分 
令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

ペアレントトレーニングやペアレントプロ

グラム等の支援プログラムの受講者数 

【保護者】 

60人 85人 100人 

ペアレントトレーニングやペアレントプロ

グラム等の支援プログラムの実施者数 

【支援者】 

30人 70人 100人 

 

 

＜つくばみらい市の取組＞ 

おやこ・まるまるサポートセンターが開催する「おやこにこにこ教室（ペアレント・

トレーニング講座）」を通じて、子どもにとって分かりやすい伝え方や効果的な対応

方法を親が身に付けられるようサポートしています。今後も、実施施設との連携を図

りながら、支援の充実を図っていきます。 
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（７）相談支援体制の充実・強化等 

相談支援体制の充実・強化の取組の中核となる基幹相談支援センターの設置が進む中、

計画相談支援の対象者を、原則障害福祉サービスを対象とするすべての利用者へ拡大し

たことに伴い、事業所数及び従事者数は増加しているものの、事業所あたりの相談支援専

門員の数が少ないなど、運営体制が脆弱な事業所もあることから、これらの事業所を援助

し相談支援体制のさらなる充実に向けた取組が求められています。 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度末までに、各市町村において、基幹相談支援センターを設置するとともに、相談支

援体制の強化を図る体制を確保することを目指す。 

 

 

＜つくばみらい市の取組＞ 

障がい者等の身近なところで適切なアドバイスができる相談支援体制の充実は不

可欠であることから、基幹相談支援センターを中心に、様々な困難ケースや問題に対

して情報共有や共通の認識を図ります。また、基幹相談支援センターの研修等を通じ

て、更なるスキルアップの向上に努めるとともに、指定特定相談事業所の設置促進及

び相談支援専門員の資格取得研修について、県の研修機関と連携し、拡充に努めます。 

 

（８）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて障

害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要とす

る障害福祉サービス等の提供を行うことが重要となります。 

＜国の基本指針＞ 

令和８年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施する体制を構

築することを基本とする。 

 

 

＜つくばみらい市の取組＞ 

基幹相談支援センターと障害福祉サービス事業者間での情報交換を行い、サービス

の質の向上に努めます。 

また、基幹相談支援センターが実施する情報共有及び資質向上のための研修会や、

県等で実施している各種研修会への積極的な参加を呼びかけます。 
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２ 障害福祉サービス等の見込量と今後の方策 

 

（１）訪問系サービス 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、通院時にお

ける介助等、生活全般にわたる援助を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、時間/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

居宅介護 

見
込
量 

利用者数 45 45 45 60 65 70 

利用量 405 405 405 600 650 700 

実
績
値 

利用者数 63 61 59    

利用量 606 557 558    

達
成
率 

利用者数 140.0％ 135.6％ 131.1％    

利用量 149.6％ 137.5％ 137.8％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

②重度訪問介護 

重度の肢体不自由の人や重度の知的、精神障がいのために行動上著しい困難を有する

人で常に介護を必要とする人に、居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗

濯、掃除等の家事、外出時における移動中の介護を総合的に行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、時間/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

重度訪問介護 

見
込
量 

利用者数 1 1 1 3 4 5 

利用量 534 534 534 1,600 2,000 2,500 

実
績
値 

利用者数 2 2 ３    

利用量 695 648 1,532    

達
成
率 

利用者数 200.0％ 200.0％ 300.0％    

利用量 130.1％ 121.3％ 286.9％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値  
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③同行援護 

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、外出先における移動中に必要な視

覚的情報の支援や移動の援護、排せつ、食事等の介護その他の外出する際に必要な援助を

行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、時間/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

同行援護 

見
込
量 

利用者数 5 5 5 8 8 9 

利用量 40 40 40 65 65 72 

実
績
値 

利用者数 4 8 6    

利用量 33 64 42    

達
成
率 

利用者数 80.0％ 160.0％ 120.0％    

利用量 82.5％ 160.0％ 105.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

④行動援護 

知的障がいや精神障がいのために行動上著しい困難を有した常時介護を要する人に、

行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、

排せつ、食事等の介護その他の行動する際に必要な援助を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、時間/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

行動援護 

見
込
量 

利用者数 3 3 3 13 14 14 

利用量 19 19 19 130 140 140 

実
績
値 

利用者数 10 12 10    

利用量 54 118 120    

達
成
率 

利用者数 333.3％ 400.0％ 333.3％    

利用量 284.2％ 621.1％ 631.6％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
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⑤重度障がい者等包括支援 

常時介護を要する障害支援区分が区分６の人のうち、意思疎通に著しい困難を有する

人に対して、居宅介護その他の障害福祉サービスを包括的に提供するものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、時間/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

重度障がい者

等包括支援 

見
込
量 

利用者数 0 0 0 1 1 1 

利用量 0 0 0 50 50 50 

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

 

 訪問系サービスの確保のための方策 

 

サービス量は、横ばいの状況が続いているものの、今後、社会参加、地域移行の観点か

ら一定の増加が見込まれることから、提供事業所が必要なサービス量を確保できるよう、

定期的な協議の場を活用して連携体制を強化します。 

また、様々な障がい特性に配慮したサービスの提供が行われるよう、事業所と連携しな

がら、サービス提供者の資質の向上に取り組みます。 
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（２）日中活動系サービス 

①生活介護 

常に介護が必要な人に、主に日中において、入浴、排せつ、食事等の介護や、創作的な

活動、生産活動等の機会を提供するものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

生活介護 

見
込
量 

利用者数 110 115 120 117 119 120 

利用量 2,090 2,185 2,280 1,989 2,023 2,040 

実
績
値 

利用者数 110 112 110    

利用量 1,961 1,984 1,979    

達
成
率 

利用者数 100.0％ 97.4％ 91.7％    

利用量 93.8％ 90.8％ 86.8％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

②自立訓練（機能訓練） 

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・回復等の支援を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

見
込
量 

利用者数 4 4 4 5 5 6 

利用量 20 20 20 50 50 60 

実
績
値 

利用者数 6 5 3    

利用量 41 44 43    

達
成
率 

利用者数 150.0％ 125.0％ 75.0％    

利用量 205.0％ 220.0％ 215.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
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③自立訓練（生活訓練） 

知的障がい者や精神障がい者に、自立した日常生活を営むために必要な、入浴、排せつ、

食事等に関する訓練、生活等に関する相談、助言その他必要な支援を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自立訓練 

（生活訓練） 

見
込
量 

利用者数 6 6 6 17 19 20 

利用量 96 96 96 119 133 140 

実
績
値 

利用者数 12 15 ８    

利用量 152 115 115    

達
成
率 

利用者数 200.0％ 250.0％ 133.3％    

利用量 158.3％ 119.8％ 119.8％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

④就労選択支援 

就労アセスメントの手法を活用して、本人の就労能力や適性、配慮事項などを整理し、

本人の希望に応じて、能力などに合致した一般就労と福祉サービスの事業所の選択を可

能にするものです。 

【第７期見込量】 
（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

就労選択支援 

見
込
量 

実施の有無     1 1 
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⑤就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する障がい者に対して、事業所内や企業において生産活動

その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等

を行い、一般企業等への就労に結びつくよう支援を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

就労移行支援 

見
込
量 

利用者数 15 15 15 27 29 30 

利用量 235 235 235 291 313 324 

実
績
値 

利用者数 21 27 26    

利用量 215 200 432    

達
成
率 

利用者数 140.0％ 180.0％ 173.3％    

利用量 91.5％ 85.1％ 183.8％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

⑥就労継続支援Ａ型 

企業等に就労することが困難な障がい者で継続して就労することが可能な人に、原則

雇用契約に基づいた工賃を得ながら、生産活動等の機会の提供、就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練等の支援を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

就労継続支援 

Ａ型 

見
込
量 

利用者数 22 24 26 40 42 45 

利用量 396 432 468 600 630 675 

実
績
値 

利用者数 37 34 31    

利用量 527 552 588    

達
成
率 

利用者数 168.2％ 141.7％ 119.2％    

利用量 133.1％ 127.8％ 125.6％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
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⑦就労継続支援Ｂ型 

年齢、心身の状態等の理由で、企業等に雇用されることが困難な障がい者に対して、生

産活動等の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う

ものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

就労継続支援 

Ｂ型 

見
込
量 

利用者数 100 102 104 152 154 155 

利用量 1,400 1,428 1,456 2,021 2,048 2,061 

実
績
値 

利用者数 126 145 128    

利用量 1,647 1,443 2,091    

達
成
率 

利用者数 126.0％ 142.2％ 123.1％    

利用量 117.6％ 101.1％ 143.6％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

⑧就労定着支援 

一般就労へ移行し、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている障がい者を

対象に、生産活動、職場体験等の活動機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上等の

訓練、求職活動の支援、職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談等

を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

就労定着支援 

見
込
量 

利用者数 4 4 5 6 7 8 

実
績
値 

利用者数 9 6 3    

達
成
率 

利用者数 225.0％ 150.0％ 60.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

  



第５章 障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

97 

⑨療養介護 

医療を要する障がい者で常時介護を要し、主として昼間において病院で行われる機能

訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の支援を行うも

のです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

療養介護 

見
込
量 

利用者数 1 1 1 2 2 2 

実
績
値 

利用者数 1 1 2    

達
成
率 

利用者数 100.0％ 100.0％ 200.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

⑩短期入所（ショートステイ） 

居宅において、介護を行う人の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする障

がい者に、入浴、排せつ、食事の介護その他の必要な支援を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

短期入所 

見
込
量 

利用者数 15 18 20 22 24 25 

利用量 150 180 200 132 144 150 

実
績
値 

利用者数 17 19 12    

利用量 68 111 125    

達
成
率 

利用者数 113.3％ 105.6％ 60.0％    

利用量 45.3％ 61.7％ 62.5％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
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 日中活動系サービスの確保のための方策 

 

日中活動系サービスの利用を希望する障害者に対し、適切にサービスを提供していくた

めに、利用者ニーズを的確に把握した上で、今後見込まれる特別支援学校の卒業生や地域

生活へ移行する精神障害者等の増加を勘案し、各事業所とのさらなる連携体制の充実を図

っていきます。 

また、利用者が必要とするサービスを適正な量で提供できるよう、近隣市町とも連携し

ながら、市の枠を超えて利用しやすい環境づくりに取り組みます。 
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（３）居住系サービス 

①自立生活援助 

一人暮らしを希望する人に対して、定期的な訪問等を行って生活状況を確認し、必要な

助言や、医療機関等との連絡調整等を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自立生活援助 

見
込
量 

利用者数 1 1 1 1 1 1 

実
績
値 

利用者数 0 0 0    

達
成
率 

利用者数 0.0％ 0.0％ 0.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

②共同生活援助（グループホーム） 

障がいのある人に、共同生活を営むべき住居において、主に夜間、相談その他の日常生

活上の援助を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

共同生活援助 

見
込
量 

利用者数 61 63 65 97 99 100 

実
績
値 

利用者数 78 91 90    

達
成
率 

利用者数 127.9％ 144.4％ 138.5％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
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③施設入所支援 

施設に入所する必要がある障がい者に、主に夜間、入浴、排せつ、食事等の介護、生活

等に関する相談・助言、その他の日常生活上の支援を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

施設入所支援 

見
込
量 

利用者数 56 58 57 56 55 54 

実
績
値 

利用者数 56 56 53    

達
成
率 

利用者数 100.0％ 96.6％ 93.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

 

 居住系サービスの確保のための方策 

 

地域での生活を望む障害者に対して、グループホームは重要な社会資源のひとつとなっ

ています。地域住民との交流を図りながら、適切な日常生活上の援護や自立生活への助長

が図れるよう支援するとともに、施設入所が必要な方に対し、適切に対応していきます。 
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（４）相談支援サービス 

①計画相談支援 

利用する障害福祉サービス等の内容を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決

定が行われた後に、支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成を行うもの

で、サービスを利用するすべての障がい者が対象となります。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

計画相談支援 

見
込
量 

利用者数 282 287 292 385 390 395 

実
績
値 

利用者数 347 369 347    

達
成
率 

利用者数 123.0％ 128.6％ 118.8％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

②地域移行支援 

施設・精神科病院に入所・入院している障がい者に対して、居住の確保その他の地域に

おける生活に移行するための活動に関する相談等の支援を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

地域移行支援 

見
込
量 

利用者数 1 1 1 1 1 1 

実
績
値 

利用者数 0 0 0    

達
成
率 

利用者数 0.0％ 0.0％ 0.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
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③地域定着支援 

居宅において単身等の状況で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制を確保し、障

がいの特性に起因して生じた緊急の事態等において相談等の支援を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

地域定着支援 

見
込
量 

利用者数 1 1 1 1 1 1 

実
績
値 

利用者数 0 0 0    

達
成
率 

利用者数 0.0％ 0.0％ 0.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

 

 相談支援サービスの今後の方策 

 

相談支援事業の周知を図り、気軽に相談できるような環境をつくることや、利用者個々

の状況に応じた適切なケアマネジメントの実施及びモニタリングができるよう、基幹相談

支援センターの連絡会等の開催により、相談支援専門員同士の顔の見える関係づくりを推

進し連携を図っていきます。 
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（５）障がい児支援サービス 

①児童発達支援 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行

うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

児童発達支援 

見
込
量 

利用者数 40 40 40 65 70 75 

利用量 200 200 200 429 462 495 

実
績
値 

利用者数 42 57 48    

利用量 209 369 407    

達
成
率 

利用者数 105.0％ 142.5％ 120.0％    

利用量 104.5％ 184.5％ 203.5％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

②医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると

認められた障がい児に対し、児童発達支援及び治療を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

放課後等デイ

サービス 

見
込
量 

利用者数 0 0 1 1 1 1 

利用量 0 0 2 2 2 2 

実
績
値 

利用者数 0 0 0    

利用量 0 0 0    

達
成
率 

利用者数 － － 0.0％    

利用量 － － 0.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
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③放課後等デイサービス 

放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流

の促進等を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

放課後等デイ

サービス 

見
込
量 

利用者数 140 150 160 155 160 165 

利用量 980 1,050 1,120 1,627 1,680 1,732 

実
績
値 

利用者数 120 145 145    

利用量 1,306 1,523 1,775    

達
成
率 

利用者数 85.7％ 96.7％ 90.6％    

利用量 133.3％ 145.0％ 158.5％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

④保育所等訪問支援 

保育所等の集団生活を営む施設を訪問し、同じクラスの児童との集団生活への適応の

ための専門的な支援を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

保育所等訪問

支援 

見
込
量 

利用者数 1 2 4 2 3 4 

利用量 2 4 8 18 27 36 

実
績
値 

利用者数 0 1 2    

利用量 0 1 2    

達
成
率 

利用者数 0.0％ 50.0％ 50.0％    

利用量 0.0％ 25.0％ 25.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
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⑤居宅訪問型児童発達支援 

重症心身障がいなどの重度の障がい児等であって、障害児通所支援を利用するために

外出することが著しく困難な障がい児に対し、障がい児の居宅を訪問して日常生活にお

ける基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/月、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

保育所等訪問

支援 

見
込
量 

利用者数 0 0 1 1 1 1 

利用量 0 0 4 5 5 5 

実
績
値 

利用者数 0 0 0    

利用量 0 0 0    

達
成
率 

利用者数 － － 0.0％    

利用量 － － 0.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
 

⑥障害児相談支援 

障害児通所支援を利用するすべての児童に障害児支援利用計画を作成し、サービス等

の利用状況の検証（モニタリング）や事業者等との連絡調整などを行うものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

障害児相談支

援 

見
込
量 

利用者数 180 190 200 235 240 245 

実
績
値 

利用者数 164 200 198    

達
成
率 

利用者数 91.1％ 105.3％ 99.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

 障害児相談支援サービスの今後の方策 

 

障がい児が必要な支援を受けることができるよう、教育・保育等の関係機関と連携して

相談支援を実施し、サービスの充実に努めるとともに、障害児相談支援事業者と連携して

情報共有と資質向上を図ります。 
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３ 地域生活支援事業の見込量と今後の方策 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 

障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、

障がい者等の理解を深める研修・啓発を行います。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：実施の有無） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

理解促進研修・啓発

事業 

見込量 有 有 有 有 有 有 

実績値 有 有 有    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

 今後の方策 

 

○地域の住民等を対象に障がいや障がいのある人に対する理解を深めるため、研修会やイ

ベントを開催します。 

○事業実施の形式については毎年検討し、柔軟に対応します。 

 

（２）自発的活動支援事業 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者やそ

の家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社

会の実現を図ります。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：実施の有無） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自発的活動支援事業 
見込量 有 有 有 有 有 有 

実績値 有 有 有    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

 今後の方策 

 
○障がい者やその家族、地域の住民等による障がい者等の自立した日常生活及び社会生活

を営むための自発的な取り組みを支援します。 
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（３）相談支援事業 

障がいのある人の自立した日常生活、社会生活を営むことを目的に福祉サービスの利

用援助、権利擁護のために必要な援助を行います。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：箇所） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

相談支援事業 
見込量 1 1 1 － － － 

実績値 1 1 1    

基幹相談支援センター 
見込量 1 1 1 1 1 1 

実績値 1 1 1    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

 今後の方策 

 

○障害者相談支援事業については、指定特定相談支援事業所１か所に委託していましたが、

基幹相談支援センターに相談機能を集約していくことから、令和６年度以降は見込んで

いません。 

○基幹相談支援センターについては、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関が

求められていることから、令和３年度に設置しています。 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の申立てができない状態にある場合の市長申立てによる支援や、その必

要経費または後見人の報酬の全部または一部を助成します。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

成年後見制度利用支

援事業 

見込量 3 3 4 5 6 7 

実績値 2 2 4    

達成率 66.7％ 66.7％ 100.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
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 今後の方策 

 
○障がいのある人の「親亡き後」のことを考え、令和４年に設置した成年後見支援センタ

ーを中心に、成年後見制度の普及、利用促進に努めます。 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備す

るとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障がい者の権

利擁護を図ります。 

 今後の方策 

 
○令和５年４月より、社会福祉協議会が後見人等となり、判断能力が不十分な方の保護・

支援を行っています。引き続き、社会福祉協議会と連携し、権利擁護を図っていきます。 

 

（６）意思疎通支援事業（手話通訳等） 

聴覚及び音声又は言語機能に障がいのある人の依頼に応じて、手話通訳者及び要約筆

記者の派遣を行います。 

また、手話通訳者を設置して、聴覚障がいのある人の意思疎通を支援するものです。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/年、実施の有無） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

手話通訳者・要約筆

記者派遣事業 

見込量 4 4 4 5 5 5 

実績値 1 5 5    

達成率 25.0％ 125.0％ 125.0％    

手話通訳者設置事業 
見込量 無 無 検討 無 無 無 

実績値 無 無 無    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

 今後の方策 

 

○手話通訳者・要約筆記者の派遣については、派遣機関と連携し、引き続き利用者のニー

ズに沿った適切なサービス提供体制の確保に努めます。 

○手話通訳者設置事業については、手話通訳者等の人材の恒常的な配置は難しいことから、

派遣事業を通じた意思疎通のためのサービス確保を図ります。 

  



第５章 障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

109 

（７）日常生活用具給付事業 

障がい者等が日常生活上の便宜を図るための用具である日常生活用具の購入や住宅改

修をする際に、障がい者等にその購入費用等の一部を日常生活用具費として給付するこ

とにより、障がい者等の日常生活の支援を行います。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：件/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

日
常
生
活
用
具
給
付
事
業 

介護訓練支援用具 

見
込
量 

1 1 1 1 1 1 

自立生活支援用具 6 6 6 6 6 6 

在宅療養等支援用具 8 8 8 8 8 8 

情報・意思疎通支援用具 5 5 5 5 5 5 

排泄管理支援用具 900 900 900 900 900 900 

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費） 
2 2 2 2 2 2 

計 922 922 922 922 922 922 

介護訓練支援用具 

実
績
値 

2 2 0    

自立生活支援用具 6 1 0    

在宅療養等支援用具 7 5 4    

情報・意思疎通支援用具 4 4 0    

排泄管理支援用具 875 948 593    

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費） 
3 2 2    

計 897 962 599    

介護訓練支援用具 

達
成
率 

200.0％ 200.0％ 0.0％    

自立生活支援用具 100.0％ 16.7％ 0.0％    

在宅療養等支援用具 87.5％ 62.5％ 50.0％    

情報・意思疎通支援用具 80.0％ 80.0％ 0.0％    

排泄管理支援用具 97.2％ 105.3％ 65.9％    

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費） 
150.0％ 100.0％ 100.0％    

計 97.3％ 104.3％ 65.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

 今後の方策 

 
○日常生活用具が必要な障がい者（児）への事業内容の周知を図るとともに、用具がスムー

ズに提供できるよう、事業者をはじめ関係者に働きかけサービス提供の確保に努めます。 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 

意思疎通を図ることに支障がある障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、手話で日常会話を行うのに必要な手話言語を習得した者を養成します。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

手話通訳者・要約筆

記者派遣事業 

見込量 15 15 15 20 20 20 

実績値 8 15 9    

達成率 53.3％ 100.0％ 60.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
 

 今後の方策 

 

○社会福祉協議会への委託事業として手話奉仕員養成研修を行っています。事業をより一

層推進し、ボランティア等への登録者の増加を図れるよう事業を継続しながら、受講者

の確保に努めます。 

 

（９）移動支援事業 

屋外での移動に困難がある障がいのある人に対し、地域での自立生活及び社会参加を

促すことを目的に、外出のための支援を行います。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人、時間） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

移動支援事業 

見
込
量 

利用者数 14 15 16 10 13 16 

時間数 574 615 656 410 533 656 

実
績
値 

利用者数 8 9 9    

時間数 219 307 111    

達
成
率 

利用者数 57.1％ 60.0％ 56.3％    

時間数 38.2％ 49.9％ 16.9％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
 

 今後の方策 

 

○市内及び近隣市にサービス提供事業者が少なく、提供量に制約があることから、利用者

数は伸びていません。潜在的なニーズが想定されることから、市内の既存事業者を中心

に事業展開を働きかけるなど、サービス供給量の確保に努めます。 
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（10）地域活動支援センター等事業 

地域において就労機会を得がたい障がい者等に対して、通所による創作的活動や生産

活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の便宜を供するため、地域活動支援センター

を設置し、障がい者等の状況に応じた支援を行います。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：箇所、人/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

地域活動支援

センター 

【Ⅰ型】 

見
込
量 

箇所数 1 1 1    

利用者数 8 8 8    

実
績
値 

箇所数 1 1 1    

利用者数 6 7 7    

達
成
率 

箇所数 100.0％ 100.0％ 100.0％    

利用者数 75.0％ 87.5％ 87.5％    

地域活動支援

センター 

【Ⅱ型】 

見
込
量 

箇所数 1 1 1 2 2 2 

利用者数 18 18 18 20 20 20 

実
績
値 

箇所数 1 1 1    

利用者数 14 15 13    

達
成
率 

箇所数 100.0％ 100.0％ 100.0％    

利用者数 77.8％ 83.3％ 72.2％    

地域活動支援

センター 

【Ⅲ型】 

見
込
量 

箇所数 1 1 1 1 1 1 

利用者数 46 46 46 34 34 34 

実
績
値 

箇所数 1 1 1    

利用者数 42 36 34    

達
成
率 

箇所数 100.0％ 100.0％ 100.0％    

利用者数 91.3％ 78.3％ 73.9％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

 今後の方策 

 

○令和５年度までⅠ型が１か所、Ⅱ型が１か所、Ⅲ型１か所で、すべて委託事業として事

業を実施していましたが、令和６年度より、Ⅰ型への委託がⅡ型への委託に変更となる

ことから、令和６年度以降は、Ⅰ型が０か所、Ⅱ型が２か所、Ⅲ型が１か所となります。 

○委託事業者との連携を密にし、利用者が気軽に利用できるよう、活動内容の充実に努め

ます。また、広く情報提供を行い、障がいのある人の居場所づくりを促進します。 
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（11）その他の事業 

①訪問入浴事業 

地域における身体障がい者等の生活を支援するため、自宅や通所施設での入浴が困難

な障がい者等に対して訪問入浴サービスを実施します。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

訪問入浴事業 

見
込
量 

利用者数 4 4 4 3 3 3 

実
績
値 

利用者数 4 4 3    

達
成
率 

利用者数 100.0％ 100.0％ 75.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

②日中一時支援事業 

在宅障がい者（児）を一時的に預かることで、日中活動の場を提供し、家族の就労支援

及び一時的な休息を図ります。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：人/年、人日/月） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

日中一時支援

事業 

見
込
量 

利用者数 35 37 40 35 37 40 

利用量 1,750 1,850 2,000 1,750 1,850 2,000 

実
績
値 

利用者数 36 32 29    

利用量 2,053 1,650 862    

達
成
率 

利用者数 102.9％ 86.5％ 72.5％    

利用量 117.3％ 89.2％ 43.1％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 
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③スポーツ大会の開催 

障がいのある人の体力増強、交流及び余暇等に資するため、障がい者スポーツ大会を開

催し、障がいのある人がスポーツに触れる機会等を提供します。 

※県南地域の他市町村と合同開催 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：回/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

スポーツ大会の開催 
見込量 1 1 1 1 1 1 

実績値 0 1 1    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 

④自動車運転免許取得助成事業・自動車改造助成事業 

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用を一部助成します。 

【第６期見込量、実績値、達成率／第７期見込量】 
（単位：件/年） 

区 分 

第６期利用実績 

（令和５年度は実績見込） 
第７期見込量 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自動車運転免

許取得助成事

業・自動車改

造助成事業 

見
込
量 

利用者数 2 2 2 2 2 2 

実
績
値 

利用者数 2 2 0    

達
成
率 

利用者数 100.0％ 100.0％ 0.0％    

※令和５年度の実績値は９月末日での数値 

 


